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午前 10時 00分開会 

○議長 横尾 武志君 

おはようございます。 

ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。よって、直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長 横尾 武志君 

本日は、一般質問を行います。 

あらかじめ提出されております通告書の順により質問を許します。 

まず７番、松岡議員の一般質問を許します。松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

皆様、おはようございます。公明党の松岡泉、７番でございます。よろしくお願いします。今

日は３件、一般質問をさせていただきます。通告書に従いまして、お伺いいたします。 

１件目はですね、障害者の日常生活支援についてでございます。障害者の日常生活支援は、介

護保険法でのサービスとは異なり、介護者を視点としたサービスは考慮されていないのが実態で

あります。障害を持つ当人の支援はもとより、その人を支える家族等への支援も十分に行われて

いるとは言えません。障害者福祉サービスの大枠は国が定める中、実施主体者は県や町となって

おります。課題の解決には、国による抜本的なサービスのあり方の見直しが必要となると考えま

す。障害者に寄り添ってサービスを行っているのは、あくまでも県や町であります。その県や町

が国に対して、問題について所要の行政要望を積極的に行うことが障害者福祉サービスの向上に

つながるものと考えるわけであります。今回ですね、事案を提示いたしまして、その事案をもと

に町の障害者の日常生活支援のあり方について、お伺いしたいと思います。 

この事案はですね、障害を持つ当人が生活介護等の外出に際し、家族またはヘルパーの支援に

よって室内から車椅子ごと電動車椅子用昇降機に乗り、外へ出ておりました。しかし、この昇降

機なんですが、実は同居しておりますおばあちゃんの介護保険サービスによるレンタルによって

提供されたものでありました。しかし、残念なことながら、おばあちゃんが亡くなったと。そう

いうことで、その、使っております昇降機が使えなくなったと。そういうことで、成人となって

いる障害を持つ当人を外へ連れ出すことが非常に困難な状況になりました。そういったことで御

家族の方から御要望がありました。「成人した子は車椅子を常に手放すことができず、外へ連れ出

すのは非常に力が要ります。」ということです。それと、当然ながら重度障害者の方ですので、居

宅介護として手厚くですね、２名の支援の配置を得ながら、そういった支援を受けているわけで

すけども。そういった状況でありますけども、それでも連れ出すのが非常に厳しい状況になった



- 2 - 

 

ということであります。 

そんな中ですね、介護保険法によるこの福祉サービスでは、レンタルで当然、昇降機がしっか

りと規定にありまして、月数千円のですね、金額で使えたということですけども、それが使えな

くなったということで、こういった障害者サービス、福祉サービスでもですね、レンタルができ

ないかという主訴でありました。 

そこでお伺いするわけですけども、要旨（１）ですが、障害者日常生活支援と介護保険サービ

スの相違点は何かということで、この昇降機について障害者サービスの中でもレンタルが可能か

どうかについて、まずお伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

執行部の答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

介護保険制度による車椅子用の電動昇降機を初めとした福祉用具は、要介護者等の日常生活の

便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅にお

いて自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて保険給付の対象としており、

貸与が原則となっています。貸与が原則となっている理由は、利用者の身体状況や要介護度の変

化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるようにしてい

るためでございます。ただし、腰掛便座を初め、他人が使用したものを再利用することに心理的

抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し再利用できないものは、購入費を保

険給付の対象としております。 

一方、障害者に対する地域生活支援事業における日常生活用具等給付事業については、目的を

重度の障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与するなどにより、日

常生活の利便を図り、福祉の増進に資することとしています。ただし、貸与という文言は入って

おりますが、基本的には給付という取り扱いです。これは、日常生活用具が特殊マットや便器、

ストーマ装具等の、ほかに流用できないもの、あるいはネブライザー   吸入器でございます。

等の使用によって形態や品質が変化するものが中心であること、障害の状況が一人一人違い、カ

スタマイズする必要もあるためでございます。 

以上、説明しましたとおり障害福祉サービスは給付が原則となっており、レンタルはできない

仕組みとなっております。なお、日常生活用具として購入していただければ、耐用年数が到来し

ますと新しいものに同じ条件で更新できます。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 
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○議員 ７番 松岡  泉君 

今、「違います。」ということで、高齢者の福祉サービスと障害者の福祉サービスは若干そうい

う点で違うという答弁でありました。中には、障害者が生活用具として使うものに関してはカス

タマイズされるということで、好まれないということもあるんでしょうけど。今回の場合の事案

のように昇降機、そういったものについてはですね、カスタマイズに当たらないので、違和感も

抵抗感もないんじゃないかと。そういう意味からすると、障害者の方がですね、やっぱりそうい

った非常に困っておられる中で、経済的な負担もありますので、この軽減を図るためにはですね、

同じような、一部についてはですね、同じようなサービスを行ってもいいのじゃないかと考える

わけですね。 

それでは２番に移りますが、要旨（２）ですが、障害者の日常生活用具サービスはどう行われ

てるかという点でありますけど。まず初めにですね、今、答弁の中にもございましたように、今

回の障害者総合支援法においてはですね、国が自立支援給付については行うと。地域生活支援事

業に関しては県や市町村が行うというような状況だと思いますが、若干ですね、この自立支援給

付と地域生活支援事業は若干違ってまして、自立支援給付については国がサービスの類型や運用

ルールを定めると、そういった状況ですけども、地域生活支援事業に関しては基本的には県・市

町村がそういったルールを決めると、定めるようになってます。基本的にそういうことでありま

すが、実施主体者はあくまでも県とか市町村になるということで、当然ながら町がその役割を担

うことになりますが、今その中で、この地域生活支援事業の中に生活用具等のサービスがあるん

ですが、自立支援法の中には今、答弁の中にありましたように用具等の事業という中で給付とな

ってますが、それの「等」がついているのは貸与も含まれているということなんですが、ここで

は町としての役割はそれで正しいんでしょうか。全く貸与については含まれないというふうに考

えておられるのか、お伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

いわゆる障害者総合支援法に規定する地域生活支援事業においては、市町村が実施主体となる

必須事業と定められております。その一つに、日常生活用具給付等事業がございます。ただし、

議員がおっしゃられたように、市町村においては日常生活の貸与制度はなく、全て給付という考

え方に沿って事業を行っております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 
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○議員 ７番 松岡  泉君 

説明の中では含まれないということで、要綱等を見ますとそのようになっているので、ちょっ

とそこのあたりが、そごしている。支援法に定める中での給付等ということで、貸与も当然含ま

れるし、町としての取り組みというか役割としてもですね、私は含まれてもいいんじゃないかと。

法律では定めておりますので、規定がありますので、そういうのはあってもいいのかなと思いま

すけど、周辺の自治体の状況も勘案すると、そのあたりは給付にとどまっているのが事実なのか

なというふうに捉えました。 

それでですね、今回そういったサービスをやっていただくということで町のほうにも要望され

たみたいですけども、現行の規定によってですね、今回の事案についての対応は、じゃあ、どの

ように行われたのかお伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

今回、当事者のお父さんの主訴は「電動車椅子用昇降機をレンタルしたい。」というものでござ

いました。電動車椅子用昇降機につきましては、厚生労働省が示した日常生活用具の参考例にも

記載されておりませんでしたので、近隣市町へ情報収集、福岡県へ問い合わせた結果、介護・訓

練支援用具の移動用リフトとして給付が可能であるとのアドバイスをいただきました。ただし、

移動用リフトとして給付決定すれば、給付限度額が１５万９，０００円までとなり、電動車椅子

用昇降機を購入する場合、自己負担額が約３５万円必要となる状況でございました。一方で、電

動車椅子用昇降機の設置は、福岡県の「住みよか事業」を活用した住宅改修でも可能であるとの

見解が県から示されました。この場合、補助金が３０万円まで交付できますので、自己負担は２

０万円で済みます。ただし、双方とも電動車椅子用昇降機を給付する制度であり、レンタルはで

きません。結果的に今回のケースは、後者である住宅改修で対応しております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

今、答弁がありましたように、非常にですね、金額的にもリースができないということで、リ

ースは数千円で高齢者の福祉サービスは受けられるわけですけど、障害者の方にしてみればです

ね、数十万円の経費がいるというような状況で、私はそのあたりの格差が非常に大きいので、そ

れで国の施策としていいのかなとちょっと疑問に思っておりまして。今後、そういうことも取り

組んでいかなければならないと思いますし、行政のほうでも、町も含めてですね、何らかの施策
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を講じていただければと考えるわけですけども。そういった中でですね、この、今言ったサポー

トをいろいろやって町のほうも取り組んでもらって、今回の事案について対応していただいたわ

けですけど、これについても規定の中には１回限りと、また、条件がかなり付与されてまして、

実際これを継続的に、本人が高齢者福祉事業のサービスを受けられるような状況になるまでの間、

それが保てるかどうかというのが大きな問題になるかと思うんですけど。 

将来のそういったですね、故障をした場合の補償または補助ですね、支援、これについて大き

な課題が残るわけですけど、この課題についての対応について、町のほうは今後どのように対応

するように考えられますか。お伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

将来、新たな課題がということなんですけど、まず課題のほうを説明させていただきたいと思

います。介護保険制度における福祉用具はレンタルが原則でございます。例えば破損等があった

場合、基本的には自己負担がなく交換ができます。つまり、原則的にはメンテナンス費用は不要

でございます。しかしながら、今回は住宅改修という手法で対応したため、あくまで給付であり、

１つ目の問題は電動車椅子用昇降機のメンテナンスを自分でしていく必要があるということでご

ざいます。修繕対応は全額自己負担となります。また、住宅改修の仕組みとして、２度目の工事

は基本的にできません。修理不能となれば全額自己負担での更新、または日常生活用具の給付制

度を活用して１５万９，０００円の支給限度額で電動車椅子用昇降機を更新しなければならなく

なり、介護保険制度のレンタルに比較して経済的な負担がふえること。この２つの負担がござい

ます。したがいまして、現制度の中でいわゆる更新ということを考えるのであれば、今申しまし

たとおり、日常生活用具の給付制度ということで、先ほども申しましたとおり、現状では１５万

９，０００円の支給限度額で電動車椅子用昇降機を更新していただくというのが、現在の枠の中

での対応になるかと思います。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

今、答弁の中にあったようにですね、本当に障害者の方については、カスタマイズで、そうい

ったので影響を受けないような用具に関してもですね、いろんな規則類の中で適応できるものを

探してですね、支援していただいたと。その中で、やっと若干、購入に関しての補助を受けられ

る状態になったということでありますが、そういった機器を購入するというだけでも非常に負担
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が大きい。そして、それを維持運用、管理していく中で、故障、定期メンテナンス、そんなのは

「自分で、手前で出しなさいよ」と。金額がまた、かさんでいくわけですね。そういった面から

いうと本当に不適当な支援じゃないかと。まずまず軽減を図って、充実をしなければならないと

いうふうに思うわけですね。これも１回限りですからね。次は途中で使えなくなって、まだ必要

だったらどうするのかといったときに福祉課のほうでも相談すると、それ以外で使えるものを探

していただくような話ですけども。今、最大３０万ぐらいの県からの住宅改修費でどうにか補っ

ているというような状況ですので、本当に不安でずっとこう、使用されるかなと。大事に使われ

るというのは当然のことだと思うんですけど、万が一、機械ですのでですね、機器ですので、壊

れるのは皆さん重々承知だと思いますけど。壊れないという保障はどこにもありません。担保さ

れるものはありませんので、その点はしっかり考えなければならないと思います。 

今回の場合はですね、この事案は生活用具給付事業ということなんですが、障害者の方にとっ

てはですね、同じようなこの補助というか、そういう面は十分でないというような問題がいろい

ろ起きていると聞いております。町のほうでも掌握されているようでありますので、障害者福祉

サービスにかかわる同種事案はどういったものがあるか、お伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

郡内４町で情報交換する機会がございまして、その際に課題となっておりますものが人工内耳

と人工鼻に関するものでございます。前者につきましては、片方の装着だけであれば医療保険で

対応でき、手術費用等は１００万円以上必要ですが、自立支援医療や高額療養費制度を活用する

ことにより、一定程度自己負担を抑制できます。しかし、故障、両耳装用の場合は医療保険の対

象外となるほか、また、毎年交換する電池代やスピーチプロセッサーなどのメンテナンス費用も

必要になります。このことに関しては、障害者へのサービスである日常生活用具の給付の一つと

して補聴器の給付が認められているのに、より重度の難聴者用の人工内耳の装着やメンテナンス

に関しては、国は日常生活用具の給付としては認めておらず、矛盾が生じていると考えておりま

す。人工鼻に関しては気管切開をされた方が使うもので、鼻からの通気がなくなりますので、か

わりに喉の開口部から空気が出入りすることになります。そのため、鼻のかわりとなって入って

くる空気に湿度と温度を与える装置でございます。この人工鼻の消耗品部分を定期的に交換する

必要がありますが、その費用が月額２万円を超える場合もございます。このことについても日常

生活用具の給付対象と国はしておりません。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 
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松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

やはり同じようなですね、事例案があるということで、手厚く障害者の方の支援もやる必要が

あると思います。 

要旨（３）に移りますけども、町は障害者への適切なサービスのあり方をどう考えるかという

点でありますが、今回の事案ですけども、これについてですね、抜本的な対策をどう考えるかと。 

課題の改善策としてですね、国への行政改善要望等を上げるべきだと私は思うわけですけど、こ

の点はいかがでしょうか。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

障害者へのサービスの基本は、国や県の財源が投入されている以上、同じ県内・国内では同様

のサービスが提供されるべきであり、居住地で格差がつくことは課題であると考えております。

具体的には、平成１８年度の厚生労働省通知を見直していただくということが、国においてぜひ

取り組んでいただきたいと思っております。 

それと人工内耳に関しましては、多くの声が福岡県に届いた結果、県から国への要望等の一定

の取り組みが進んでいるものと判断されます。このため、私ども自治体は、県を通して国へ市町

村の実態や要望を声として届け、よりよい障害福祉サービスが提供できるよう働きかけていくこ

とが基本だと考えております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

今の答弁にありましたように、自治体格差が生じるのはどうかという点も指摘はありましたけ

ども、当然の暫定的な処置としてはですね、市町村の中でもそういった格差が生じても不思議で

はないだろうと私は思うわけですね。そういう面からすると、やっぱり国が施策を講じるまでの

間、ずっとそういった障害者に負担を強いるというのはどうかなと考えるわけです。 

最後にお伺いしますけども、市町村単独によるサービスの提供、今、見解については述べられ

たかと思いますけど、もう一度、再度確認いたします。この見解についてお伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 
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市町村が補助金を創設するなど、制度的には可能であろうと考えます。しかしながら、日常生

活用具の給付事業が市町村事業とはいえ、国が２分の１を、県が４分の１を支援する障害者への

サービスでございます。住んでいる自治体が違うためにサービスに格差が生じるようなことは、

障害者にとって適切なことではないと考えます。そこで、市町村事業であっても全国どこでも同

様のサービスが受けられるよう、国において平成１８年の厚生労働省告示第５２９号「障害者自

立支援法第７７条第１項第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るた

めの用具」を見直していただき、必要な用具種類を加えるとともに、貸与という方法の拡大を推

進していただきたいと考えております。そのためにも私どもは、引き続き県などへ実態に関する

情報提供や要望を行ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

町としてもですね、そういうことで、しっかりとですね、要望を県のほうに上げていただいて、

こういった改善を図っていただけるような、国がそういった施策を講じていただけるように尽力

していただきたいと。私自身もですね、党としまして、公明党としましても国会議員等に訴えさ

せていただいてですね、そういった格差があるんだということをしっかりと訴えて、国会の場で

ですね、国会議員に働きかけをしていきたいなと考えております。そのような中で、こういった

障害者の方のサービス提供が充実、手厚くなるようにしっかりと今後とも取り組んでまいりたい

と思います。１件目はこれをもちまして終わらせていただきます。 

２件目はですね、ＡＥＤの普及促進についてです。このＡＥＤの設置についてはですね、義務

規定はございません。緊急時に有効な手段として設置を推進している自治体がふえておりますが、

町の公共施設でも設置はされていると聞いております。しかしながら、さらなる普及啓発や適切

な管理を図るべきと考えて、お伺いしていきたいと思います。 

このＡＥＤですけども、自動体外式除細動器のことでありますが、これはですね、心臓が心室

細動を起こし心肺停止になった場合に、心臓に電気ショックを与えて心臓を正規に戻す医療機器

です。このＡＥＤですけども、薬事法の医療機器として指定されております。実際はですね、医

療機器ですので誰でも使えないわけですけども、平成１６年の７月、厚生労働省医政局長の通知

によってですね、一定の条件の中で使えるようになりました。 

条件をちょっと紹介しますと、医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速や

かな対応を得ることが困難であること、１つですね。２つ目、使用者が対象者の意識、呼吸がな

いことを確認していること。３つ目、使用者がＡＥＤの使用に必要な講習を受けていること。４
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つ目が、使用されるＡＥＤが医療機器として薬事法上の承認を得ていること。この４つがそろっ

て、非医療従事者である一般の庶民の方ですね、町の町民の皆さんも使用することが可能となる

わけです。 

そういった医療機器ですけども、実はですね、サッカー選手が練習中に心筋梗塞で死亡するな

どのことが起こったということで、各地からもですね、行政要望等が上がってまして、これは関

東、京都、北海道が、何かそういったのが上がっている著名なところでありますけども、その要

望はですね、公共施設や不特定多数が利用する施設へのＡＥＤの設置を推進してほしい。数をふ

やして必要なところに設置してほしいということですね。それから、設置しているＡＥＤの中に

電池切れ、まあ電源が作動しないなどのトラブルもあるので維持管理を適切にしてほしいと。使

えなければ何にもならないということですね。それから３つ目は、これがどこに設置しているか

わからないと。町民がわかりやすい場所の情報を提供してもらいたいというような３つの御要望

が上がっております。 

それで要旨（１）ですけども、ＡＥＤの設置の普及促進の見解について、まずお伺いいたしま

す。答弁をお願いします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

ＡＥＤ設置の普及促進の見解という形で、突然の心臓停止は死因の上位に挙げられ、いつでも、

どこでも、誰にでも起こり得る可能性があるというふうに思っております。先ほど松岡議員が言

われましたとおり、この自動体外式除細動器につきましては心臓機能を正常に戻すことができる

というところの中で非常に有効な手段であり、ＡＥＤの設置は必要という形の中で認識をしてお

ります。また、一般の方も音声メッセージをもとに操作することができることは、非常にメリッ

トがある機器であるというふうに認識をしております。運動中の不慮の事故、先ほども出ました

サッカー選手とか、部活動中にボールが胸に当たって心臓が正常な動きをしていないというとこ

ろで、このＡＥＤがあると助かったという事例も聞いております。そういうことを踏まえまして、

芦屋町では平成１８年に財団法人福岡県市町村振興協会より無償配付を受け、もしもの場合に備

えて町内公共施設１８カ所に設置をしているというところでございます。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

町のほうでは義務規定はございませんけども、設置、普及促進を図るという見解、それでよろ
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しいかと思いますが。 

要旨（２）に移りますが、それではですね、ＡＥＤの町内での設置状況はということで、町内

で設置している場所について掌握されていると思いますけど、どういう状況でしょうか。お伺い

いたします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

先ほど答弁で１８カ所というところにつきましては、平成１８年に１８カ所設置し、その後、

平成２９年に機器の老朽化により入れかえを行っております。平成２９年度からは、町の公共施

設については２０カ所に設置をしております。設置場所につきましては役場１階の総合案内所の

横。学校施設につきましては緑ヶ丘保育園、山鹿保育所、３小学校、中学校の事務室、職員室前、

社会教育施設として総合体育館、テニスコート場、中央公民館、芦屋東公民館、山鹿公民館、町

民会館、芦屋釜の里、芦屋歴史の里の事務所前、老人憩の家寿楽会館・鶴松荘・山鹿荘の事務所

室入り口等に設置しております。それと、あと、子育て支援センターの事務所前、マリンテラス

あしやの１階エレベーター前に各１台を設置しております。そのほかで把握しているところにつ

きましては、レジャープールアクアシアンと競艇場です。私立の幼稚園、保育園につきましても

ＡＥＤを設置しているという形で情報を得ております。芦屋町の公共施設にて、ほぼ設置をして

いるというところが現状でございます。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

２０カ所、プラスアルファの設置が芦屋町の中でもされているということだと思います。まず、

これについてですね、町のほうとしては設置場所についての配置については適正と考えておられ

るのか。また、それ以外のですね、今のアクアシアンとか観光協会等で管理されているところと

か、そういうのも含めてですね、ある程度はされてるかと思うんですけど、それ以外にですね、

事業者さん等も含めて普及促進、協力依頼についてお考えがあるのかどうか、お伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

他の事業者というところでの普及促進というところに関しましては、先ほども松岡議員が言わ

れてました不特定多数集まる場所というところは、やはり公共施設が一番多いのではないかとい
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うふうに考えております。そこで充実を図っていけるのではないかと。それと、あと、今度は一

般の商業者等の設置のお願いにつきましては、やはり金額的にも数十万、購入する場合はかかり

ますので、なかなか難しいんではないかというふうに考えておりますけれど、設置場所や設置す

るところにつきましては、そういう不特定多数が集まるようなスーパー等お願いできるのであれ

ば、ちょっと状況確認をして注視をしていきたいというふうには考えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

この、いろんなところに設置していただくということですけども、このＡＥＤについては、や

っぱり使用ができる条件を整えていなければならないと思うんですね。だから、使用できる要件

をまず整える必要があるかと思うんですよね。これについてはですね、まず、どこにあるか周知

されておかないとやっぱり意味がないと思うんですよね。それから２つ目は、使用できる状態が

維持されておらないといけないと。３つ目は、適切に使用できる人がいるかどうか。先ほどの、

この医療法で定めておられる、薬事法で定められておりますので、医療機器ですので先ほどの条

件がかかってくるわけですけども、使用できる人については、そういった講習も受けておかなけ

ればならない。こういった方が、条件がそろった中でしか扱えない状況にありますので、これを

しっかりと管理する上では、よくこの要件を守っていかなければならないと思います。 

それではですね、そういうことで、設置場所の周知、それから維持管理が適切にやっているの

かどうか、それから使用できる人の配置状況がどうなっているのか、お伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

設置場所につきましては、周知につきましては、町のホームページのくらしの情報、消防の中

にＡＥＤ（自動体外式除細動器）についてと題した中に、設置場所を掲載しております。 

維持管理につきましては、平成２９年から５年間のリース契約を行い、保証・保守については、

期間内において通常使用による故障や製品の不具合が認められた際には無償修理を行うこと。保

証期間内の有効期限経過及び救命使用時等、必要に応じ電極パッド及びバッテリーの無償交換・

供給を行うこととしております。 

使用できる人の配置につきましては、正規職員のほうがＡＥＤのほうにつきましては使用でき

るという形になっておりますし、１階部分では保健師さんもいますし、総務課につきましても２

年に一遍、消防団と普通救命講習を行って、総務課の消防担当につきましてはＡＥＤの取り扱い
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ができるような形で訓練はやっております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

今の設置場所についてはですね、ホームページに一応そういった記載があるということなんで

すけども、こういった、どこにあるかわからないという御意見もありますので、今後ですね、こ

ういった配置状況については逐次、広報あしや等も含めてですね、定期的にやっぱり町民の皆さ

んに、どこにあるかっていうのは明示していかないと、なかなか徹底できないのかなと思います。

そういうことを今後とも取り組んでいただけたらというふうに思います。あとはですね、使用者

の状況ですけども、やはりどこで起こるかわかりませんのでですね、その公共施設で、ある程度

の人員は確保しなければならないと思います。 

続きますけども、次ですが、このＡＥＤの設置保守点検はリース会社で行っておられるという

ことなんですけども、いろんな場所で、公共場所に設置されているということなんで、とりあえ

ず生涯学習課が結構、公共施設を維持管理されてますので、所管ということで生涯学習課のほう

の状況についてお聞きしたいと思います。この使用は、いつでも使用できる状態に維持されてい

るか、また、使用できる人はいるのかどうか、生涯学習課所管のところでお願いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長 本石 美香君 

それでは、まず初めに生涯学習課所管施設に設置していますＡＥＤの日常の管理状況について

お答えいたします。平成２１年度の厚生労働省通知「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管

理等の実施について」には、ＡＥＤの日常点検の実施方法について明示されており、これに準じ

て実施しております。具体的な方法ですが、ＡＥＤ本体には正常に動くかどうかＡＥＤの状態を

確認するためのランプや画面がついていて、各施設に設置されているＡＥＤは緑のランプが点灯

していれば正常となります。そこでＡＥＤを設置している各施設では、各施設勤務職員が日々、

開館及び閉館時や朝・夕方の館内巡回時等にこのランプが点灯しているかどうかの確認を行い、

結果を業務日誌や巡回リストに記録して日常管理を行っております。 

次に、使用できる職員の配置についてですが、平成２０年に全庁的に行った普通救命講習を受

講した職員の配置や、平成２９年にＡＥＤの更新を行った際に各施設勤務職員が設置業者から取

り扱い説明を受けておりますが、生涯学習課職員に対し独自に取り扱いについての研修等は行っ

ておりません。各施設勤務職員の大半が雇用期限が定められた任期付職員や臨時任用職員でもあ



- 13 - 

 

り、また、以前講習や取り扱い説明を受けた以後に採用及び配置された職員もおります。各施設

勤務職員に対するＡＥＤ取り扱いの講習等については、総務課とも協議し検討いたしたいと考え

ております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

先ほど述べました使用要件の中にもありますように、こういった取り扱いができる人がいなけ

れば使えないわけですので、せっかくのですね、救える命が救えなくなりますので、そういった

講習も受講できる体制は整えるべきだと考えます。それと、要件の１つであります電池切れがあ

ったというような、他の自治体でもそういったことも聞かれますので、定期的な確認、これもや

っぱり義務づけして、しっかりと、せっかく設置されたものでありますので、管理を適切に行う

べきだと考えます。 

それでは（４）ですけど、特に重要であります子供たちの教育現場ですけど、学校における救

命教育に関しましてはですね、昨年の３月に公示された中学校新学習指導要領の中に、保健体育

の中の分野の中に、応急手当を適切にできることということで記載があります。そういうことで、

学校のほうでの救命教育はどのように行われているのか、学校教育課のほうにお伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

学校教育課長。 

○学校教育課長 新開 晴浩君 

学校での救命教育の実施状況ですが、教職員、中学校、各小学校の順で御報告します。 

まず、教職員の救命教育の実施状況ですが、４校とも毎年１回、ＡＥＤ操作を含む普通救命講

習を受講しております。次に中学校生徒ですが、２年生の保健体育の時間に保健分野の授業とし

てＡＥＤ操作を含む普通救命講習を受講しており、受講者生徒は講習終了カードを取得しており

ます。そして小学校児童ですが、まだＡＥＤ操作は学ばせておりません。また、救命教育の実施

状況は、学校によってばらつきがあります。芦屋東小学校では、遠賀郡消防本部職員に来ていた

だき、５、６年生が応急手当の講義と人形を使った胸骨圧迫の訓練を受けております。山鹿小学

校では、遠賀郡消防本部職員に来ていただき、６年生が応急手当の講義と人形を使った胸骨圧迫

の訓練を受けております。なお芦屋小学校では、現在は救命教育を実施しておりません。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 
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○議員 ７番 松岡  泉君 

埼玉のほうはですね、やっぱり小学校の子供、児童が亡くなってですね、テキストをつくって、

中学校も毎年ですね、そういった講習をやって、子供たちに心肺蘇生法を演練してるというよう

なことを聞いております。 

我が町の取り組みですけど、今後の学校教育についてどのように行われるのか、まずお伺いい

たします。 

○議長 横尾 武志君 

学校教育課長。 

○学校教育課長 新開 晴浩君 

まず、小学校児童については今後もＡＥＤ操作を学ばせる予定はありません。ただし、応急手

当や胸骨圧迫、心肺蘇生法などを学ぶ救命教育の重要性・必要性については十分認識しておりま

す。このため令和２年度からは、芦屋小学校におきましても高学年児童を対象に、応急手当の講

義と人形を使った胸骨圧迫の訓練を実施する方針です。そして先ほど答弁しましたように、中学

２年生になった段階でＡＥＤ操作を含む普通救命講習を受講させ、講習終了カードを交付するこ

とにより生徒に達成感と満足感を感じてもらいます。ＡＥＤ操作を学ぶのに小学校高学年で早過

ぎるとは思いませんが、まず、応急手当の講義や人形を使った胸骨圧迫の訓練を体験するだけで

も、小学校段階では十分ではないかと考えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

この教育ですけども、人を救うための講習ですけども、学校のほうでも行っていただいてです

ね、これが結果として子供たちの今後の将来に向かって自信にもつながりますし、社会に貢献で

きる体制がとれるかと思いますので、学校のほうでもしっかりと取り組んでもらって、みんなが

使えるようになればというふうに思います。 

２件目終わりまして、最後は民生委員の確保についてであります。 

福岡県ではですね、２０１６年１２月の民生委員・児童委員一斉改選において、福岡県の所管

５７市町村のうちですね、３８市町村で１９１名の欠員が発生しております。一斉改選を行いま

してから１年経過した時点の２０１７年１２月時点においても、３４市町村で１２２名の欠員が

生じていると、こういう状況にあります。この欠員ですけども、この発生は住民サービスの欠如

につながるだけではなく、欠員地域をカバーする民生委員の業務負担を招くなど、地域福祉増進

の妨げとなっております。県のほうではですね、そういった課題があるということで検討委員会
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を設置しまして対策を講じております。そういうことで、我が町についても、この民生委員の確

保について問題があるのではないかと考えますのでお伺いしたいと思います。 

初めに要旨（１）ですけども、民生委員の充足状況についてはどうなっているかということな

んですけど、現在の民生委員の配置状況と活動状況についてお伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

民生委員につきましては、本年１２月１日が一斉改選の改選日でございました。結果として、

民生委員の方が定足数３０名のところ２４名、主任児童委員の定足数２名のところ２名で、合計

２６名体制となっております。総数としては、一斉改選前と比較して１名減少しておるような状

況でございます。 

それから活動状況でございますけども、民生委員法、児童委員法に、活動の   どういった

活動をするかということが規定されておりますけども、主に地域での見守り、それから住民の生

活情報の把握、相談に応じて助言や必要な援助を行うこと、それから福祉事務所を初めとする関

係行政機関に協力することが主な職務・活動内容となります。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

２６名ということで、まだ少し下がってるような話もありますけども。 

それでは要旨（２）ですけども、民生委員確保の課題は何かということで、欠員が発生する要

因、それと、ことし１２月も改選されると思うんですけど、その状況についてお伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

民生委員の欠員は全国的な傾向でございます。全国的に民生委員の方は高齢化していることに

よって活動が困難になること。次に、高齢者や生活困窮者、母子家庭などがふえ、福祉における

ニーズの多様化や複雑化により、民生委員の負担が増加していることが指摘されております。今

回の改選に当たり民生委員・児童委員協議会の会長や自治区長さんとともに、多くの方に就任依

頼を行った際にも「民生委員は大変だから」という理由で多くの方が就任を固辞されました。ま

た、家族の介護やお世話等を理由にされておられる方もおられました。 

それと改選状況でございますけども、先ほど言いましたように、前回、一斉改選前は総数で２
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７名でございましたけども現状では２６名ということで、改選前と比較して１名減少していると

いう状況でございます。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

もう一度確認しますけど、ことしの改選状況は２７名から１名減ということでよろしいですか。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

そのとおりでございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

徐々に減りつつあるということで、この福祉増進については非常に懸念されるところだと思い

ます。そんな中ですね、先ほど言いましたように、県のほうもその問題をやはり真剣に考えてい

るということで、取り組みの対策検討会でもいろんな論議がされております。特に市町村に対し

てはですね、同じようにこの問題把握していただいて、対策について検討してもらいたいという

のを県の検討委員会のほうから結果報告されておりますが、これについて町のほうは、検討委員

会は開催されたんでしょうか。お伺いいたします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

福岡県が平成３０年５月に設置した民生委員確保のための検討会については、民生委員のなり

手確保に関する検討を行うことを目的として、平成３０年１２月に結果が取りまとめられており

ます。ちょっとまず、検討結果を説明しますと、県の選任基準における原則７５歳未満の見直し。

県から市町村への推薦文書の発出を早める。候補者向けのリーフレットの製作、小中学校ＰＴＡ

への働きかけ。民生委員の研修を見直し、実践的なものにする。自治会等へ民生委員活動の妨げ

となるような充て職は控えていただくよう市町村を通じて要望する。６つ目、民生委員と一体と

なって活動する福祉委員の好事例を発信する。７、活動に関するＱアンドＡを作成し、市町村に

配付する。８番目が、市町村への民生委員確保のための検討会開催を要請するということで、議

員の御質問でございます。 
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主に県のやるべきことを規定されておるんですけども、議員の御質問にございました民生委員

確保のための検討会につきましては今回設置しておりませんが、昨年１１月から民生委員・児童

委員協議会と意見交換した上で、民生委員の確保について事務局である福祉課と共同で方針を定

め、区長会でも協力を要請して取り組んできました。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

具体的な対策は何か、今のところお考えはどうなんでしょうか。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

民生委員の確保は喫緊の課題でございます。本町においては本年１１月に会長及び副会長と今

後の対応策を協議し、その方針を１１月の定例会で全ての民生委員の方へ説明したところでござ

います。具体的な方策については、民生委員の負担軽減、実情にあった担当地域などの見直しな

どが考えられますが、今後も協議を進め、３年後の一斉改選までには何らかの施策効果が発揮で

きるようにしたいと考えております。なお、今回の民生委員の一斉改選後においても、民生委員

が選任されていない地域の区長さん等と調整を行っており、引き続き民生委員の選出に努力を行

ってまいります。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

お話を聞くとですね、今までの民生委員の経験者の方から御要望等お話をちょっとお伺いした

んですけど、校区ごとの定数の指定をして民生委員の確保をしていったほうが、人員の確保がで

きるんじゃないかという御意見がございました。そういった校区ごとでまとめてですね、この定

数を制定すると、そういったものは可能でしょうか。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

民生委員の定数につきましては、民生委員法第４条に「都道府県知事が市町村長の意向を聞い

てこれを定める。」とあり、その定数基準が平成１９年８月１０日付の厚生労働省通知で示されて
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いるところでございます。当該通知によれば、町村では７０から２００世帯ごとに民生委員１名

と定められています。言いかえれば、７０から２００世帯ごとに１人の民生委員の担当区域を定

めなければならないことになります。したがって、小学校区ごとなどを単位として複数の民生委

員を配置することはできないということになります。しかしながら、配置されている民生委員が

小学校区ごとにチームとなり欠員地区をカバーしていく方法も考えられるため、民生委員・児童

委員協議会の方々と意見交換をさせていただいております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

松岡議員。 

○議員 ７番 松岡  泉君 

とにもかくにも、この非常に重要な役職の方の委員ですので、いろんな規定もございましょう

けども、やはり皆さんが、民生委員の方自身もそうでしょうし、住民の皆さんも安心してですね、

安心して暮らせるような体制になればと考えますので、できる、できないというのはあるかと思

うんですけど、しっかりと対応についてはですね、さらに検討していただきまして、いいほうに

いけばと思いますので、今後ともですね、しっかりと取り組む必要があるかと思います。 

これは県のレベルでの参考事例なんですけど、栃木県ではですね、協力者や後継者を育成する

事業を行っておりまして、まず、民生委員制度や活動を学ぶ講座を開いておると。また、一日同

行して活動を体験する機会を設けて取り組んでおると。そういった中で地域全体でですね、民生

委員活動を支える機運の醸成を図っているというような事例もございます。これは県レベルであ

りますので、町レベルでどのあたりができるかというのは疑問点もあるかと思うんですけど、そ

ういった民生委員の方に対する協力、また、サポートする機運の醸成、そういった中でやはりこ

ういった委員の方の人材確保は進んでいくかと思いますので、取り組んでもらえればと思います。 

とにもかくにも、この民生委員の確保は喫緊の課題でございますので、今後ともですね、活動

に協力して人材確保に全員で取り組んでいかなければならないと考えます。 

以上をもちまして、松岡の一般質問３件について終わらせていただきます。以上です。 

○議長 横尾 武志君 

以上で、松岡議員の一般質問は終わりました。 

しばらく休憩いたします。再開は１１時５分からいたします。 

午前 10時 58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前 11時５分再開 

○議長 横尾 武志君 
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再開いたします。 

次に、１１番、川上議員の一般質問を許します。川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

１１番、日本共産党の川上です。発言通告に従いまして一般質問を行います。 

件名１、総務省の自治体戦略２０４０年構想について。自治体戦略２０４０年構想は、２０４

０年には人口減少が著しくなり内政上の危機を迎えると結論づけ、そのための戦略を逆算的に構

想するバックキャスティング思考のもと、公務員を半減させるスマート自治体の実現に向けＡＩ

活用やアウトソーシング等、公共サービスを民営化・産業化させるものであります。しかしなが

ら、行政の民営化は地方自治体としての責務や役割が壊されるため、一方的に国が決めた構想に

突き進むのではなく、想定される将来をよりよくするために最大限の努力で地方自治を守るべき

と考えます。 

そこで次の点を伺います。まず第１点目に、自治体戦略２０４０構想を町はどう受け止めてい

るのか。これについて伺います。 

○議長 横尾 武志君 

執行部の答弁を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長 池上 亮吉君 

自治体戦略２０４０構想を町はどう受け止めるかについてお答えいたします。 

自治体戦略２０４０構想は総務大臣主催の自治体戦略２０４０構想研究会により報告され、公

表されたものです。｢人口減少化において満足度の高い人生と人間を尊重する社会をどう構築す

るか｣をテーマに、２０１８年４月に第１次報告、同年７月に第２次報告が行われています。第１

次報告では、２０４０年頃までの個別分野の課題と２０４０年頃にかけて迫りくる我が国の内政

上の危機とその対応、第２次報告では、新たな自治体の基本的考え方が提起されており、その内

容は今後の地方自治体のあり方を抜本的に見直す内容と考えます。 

これを受けて、２０１８年７月に第３２次地方制度調査会が設置され、内閣総理大臣から｢人口

減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える２０４０年頃から逆算し、顕在化する諸課題に対応

する観点から、圏域における地方公共団体の協力関係、公・共・私のベストミックス、その他の

必要な地方行政体制のあり方について調査審議を求める｣との諮問がされ、２０１９年７月に中

間報告が行われています。この審議を注視し、求められる方策について対応してまいりたいと考

えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 
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○議員 １１番 川上 誠一君 

今、２０４０構想研究会のですね、内容と、安倍首相の第３２次地方制度調査会の第１回総会

での発言も述べられましたが、この安倍首相のですね、第１回総会での発言については、基本的

には研究会報告の内容をですね、忠実に反映した諮問内容ということでですね、今まで出された

第１次、２次、そういった研究会の内容が地方制度調査会の中で、その方向で話し合いをされる

ということになっています。研究会の３名がですね、この地方調査委員として任命されていると

いう点を見ましても、この研究会の方向が今後の地方制度調査会の自治体に出される方向に、答

申になっていくということが考えられます。この中ではですね、やはりスマート自治体自体はや

っぱり公共サービスを維持し、向上させるから必要であるという、そういった観点が立てられて

いますけど、こういったですね、スマート自治体にいくのは時代の流れで進んでいくでしょうが、

やはり自治体としてはですね、住民の福祉の増進、地域の特性や自立性を尊重したまちづくり、

こういったですね、基本を理念として、将来にわたって地方自治体としての責務や役割を果たし

ていくという、こういったことが必要だと思いますが、その点についてはどうお考えでしょうか。 

○議長 横尾 武志君 

企画政策課長。 

○企画政策課長 池上 亮吉君 

川上議員の言われる御指摘のところがございますように、基本的な地方自治体の責務というの

は当然果たしていかなければなりません。そのためには、マスタープランとか各種個別計画をつ

くって対応しておるというふうに考えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

このですね、研究会の第２次答申の中ではですね、将来の人口予測、まあ２０４０年ですけど、

これがですね、日本国内の全ての自治体がどのくらいの人口になるのかというのを予想していま

す。その中でですね、芦屋町については２０４０年には現在の、まあ基本が２０１５年ですけど、

２０１５年に比べるとですね、５０％半減するという、そういったふうに見ております。この５

０％半減している自治体というのは福岡県の中で見れば、川崎町とみやこ町でしたかね。３自治

体ですね。２つしかありません。ちなみにですね、水巻町は３０％減、遠賀町は２０％減、岡垣

町も２０％減という、こういったふうにですね、研究会は将来的な人口はこのようになるという

ことを示してますけど、これについてですね、町としてはどのようにこれを受け止めるのか。そ

れについて伺います。 
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○議長 横尾 武志君 

企画政策課長。 

○企画政策課長 池上 亮吉君 

この人口についてですが、自治体戦略２０４０構想の第１次報告の中で、２０１５年から２０

４０年の芦屋町の人口が４０％から５０％減少すると推計をされておるところです。町としまし

ては、２８年３月に人口ビジョンを策定しております。この人口ビジョンの中では、２０６０年

の芦屋町の人口の将来展望、これを１万２１６人としております。 

現在、各種移住・定住施策を実施しておりますが、引き続き、芦屋町まち・ひと・しごと創生

総合戦略に定める積極的な施策の展開などにより人口減少に歯どめをかけ、持続あるまちづくり

を推進していきたいと考えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

まあ芦屋町はね、さっき言われたように、人口が減っていく中でもそれを食いとめ、活力ある

町をつくろうということで、町の職員や町長を初めですね、頑張っておられるわけなんですけど。

現在も安倍政権が進めている地方創生、まち・ひと・しごと創生総合戦略がやられているわけな

んですけど、芦屋町もこれに手を挙げて芦屋港活性化基本計画、そういったものをですね、実現

させていって、町の活性化や人口定着を図ろうというふうに努力してますけど、この地方創生法

には、戦後初めて「人口減少に歯どめをかける」という、そういった目標が書いてあります。 

ところが、この研究会の答申、また今後出される第３２次地方制度調査会の内容としてはです

ね、そういったことが全然反映されなくて、半分になってしまう。５，０００人台になってしま

うというようなね、そういったことが書かれているわけなんですけど。政府としての統一性が本

当にこう、ないのではないか、地方の町の活性化の努力を踏みにじるものではないか、こういっ

たふうに感じるわけなんですけど。 

町長に伺いますけど、町長はこういったふうに国が、芦屋町の人口が半減していくと見ている

という、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長 横尾 武志君 

町長。 

○町長 波多野茂丸君 

どのようにお考えでしょうかと聞かれても、しっかりですね、これはもう現実として直視しな

くてはいけないと思っております。そのために、さまざまな定住化政策を打ち出しておるわけで
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ございますが、なかなかですね、今、議員が言われたように、遠賀郡４町の比較を私もこの表を

見させていただいて、芦屋が１番減少率が５０％という大きな数字になっておるわけでございま

すが。 

いつも私が、いろんなところでお話してるんですが、芦屋は有効面積というんですか、それが

もう結局、県内６０市町村のうちの５９番目ですよということで、それはやっぱり航空自衛隊芦

屋基地、それから一級河川で占められて、その中での結局、土地がそういう形でしかない。そし

たら結局広い土地のあるところは、今、景気が少し、いいのか悪いのかわからなくなっておるわ

けでございますが。例えばですね、鞍手インターができました。やはり企業が出てきます。企業

が出てくれば人がついてきます。それから今、この北部九州では豊前のほうがですね、やはり車

の関係で工場が出てきております。まあまあ、もろもろいろんな形の中で関連企業も出てきます。

芦屋の町の場合にはそういう状況ではない。じゃあ、そういう状況ではない町の中で、どうやっ

て人に住んでいただくか、住みやすい町にするか、住んでいただくようにはどうしたらいいかと

いう、我々行政の中でさまざまなやり方でですね、今、努力しておるわけでございますが、なか

なか実を結ばないというところでですね。同じような施策をどこもやるもんやからですね。そう

いう話はもう日常茶飯事で、いつも毎日のように人口問題は出るわけでございますが、それにめ

げず、とにかく前を見て、とにかくやれることはもう全てやるという気構えでですね、このこと

に努力しておる次第でございます。議員もその点につきましては御理解を賜わっておると思いま

すので、議員の皆様方もさまざまな提案をですね、提言をいただければありがたいなと思ってお

ります。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

まあね、町としては、そういった点では努力しているということですが、もともとこの２０４

０構想が出たというのは、平成の大合併が行われましたけど、この大合併が基本的には結果的に

失敗だったということが明らかになってきました。先日の新聞報道でありましたが、合併した自

治体と合併しなかった自治体を比べてみると、合併した自治体のほうが人口減少が大きく、合併

しなかったところのほうが踏ん張っているという、そういったことが出されていました。 

そういった中でですね、国としてはこういった自治体消滅論にはですね、今度のこの発表、そ

してまた、流れの中では定住自立圏構想とか連携中枢都市圏構想、こういったものを打ち出して

ですね、合併できなかった分をそれでカバーしようというふうにしています。こういったですね、

構想が何をもたらしているかというと、やはり消滅自治体ということをおどしにして、地方自治
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の本旨をですね、全く踏みにじろうという考えです。今、私たちの自治体では、曲がりなりにも

広域連合とか一部事務組合とか、そういった広域的なことを行うときには、そういったものをつ

くって、そして住民の代表である議員が出て、議会を形成して決定してるわけですけど、こうい

った定住自立圏とか連携中枢都市圏構想、これは議会なんかを通さないで自治体自体が決めてし

まうという、そういったことでですね、地方自治の本旨を踏みにじろうということが明らかです。

こういった中でですね、きのうも出ました会計年度任用職員制度、これもやはり、この２０４０

構想の一環の一つとして出されているわけです。 

それでは２点目にですね、公務労働は職員の適正配置で対応すべきではないか、これについて

伺います。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

職員の適正配置についてお答えいたします。 

自治体戦略２０４０構想の第２次報告では、新たな自治体行政の基本的な考えとして、労働力、

特に若年労働力の絶対量が不足することから、スマート自治体への転換が必要とされております。 

具体的には４点あり、１点目は、経営資源が大きく制約されることを前提に、従来の半分の職

員でも自治体が本来担うべき機能を発揮できる仕組みが必要。２点目は、全ての自治体で、ＡＩ・

ロボティクスが処理できる事務作業は全てＡＩ・ロボティクスによって自動処理するスマート自

治体へ転換する必要。３点目は、標準化された共通基盤を用いた効率的なサービス提供体制にす

る。４点目は、自治体ごとの情報システムへの重複投資をやめる枠組みが必要で、円滑に統合で

きるように期限を区切って標準化・共通化を実施する必要があり、自治体の情報システムや申請

様式の標準化・共通化を実効的に進めるためには、新たな法律が必要になるのではないかという

ふうに述べられております。 

職員定数につきましては、各種施策の展開により従来の半分の職員でも自治体が本来担うべき

機能を発揮できる仕組みづくりが重要です。職員数を半減にすることが前提ではなく、自治体の

事務、事業の性格、内容を踏まえた検討を行い、適正配置を行っていく必要があると考えており

ます。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

基本的にはＡＩ化を進めてですね、職員を半減化していくというのが研究会の提言の中でもう
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たってありますし、何よりもこれを先取りしている東京都の足立区なんかでは、戸籍窓口業務と

か企画立案するべき業務を丸投げしてですね、外部委託では労働局と法務局から是正を受けて、

偽装請負ではないかという、そういったふうな指摘も受けるということでですね、やはりこうい

った公務労働については、やっぱり外部委託することなくですね、職員の適正配置でやるべきだ

というふうに考えます。 

３点目にですね、自治体の業務のＡＩ化で住民サービスは向上すると考えるのか、この点につ

いて伺います。 

○議長 横尾 武志君 

企画政策課長。 

○企画政策課長 池上 亮吉君 

自治体業務のＡＩ化による住民サービス向上について、お答えいたします。 

件名２の先ほどの総務課長の答弁にもありましたが、スマート自治体への転換の施策の一つと

して、全ての自治体でＡＩ・ロボティクスが処理できる事務作業は、全てＡＩ・ロボティクスに

よって自動処理するスマート自治体へ転換する必要があると述べられています。 

このＡＩ等の活用については、芦屋町としましても、ふくおか電子自治体共同運営協議会にお

いて県と共同研究を行っております。具体的にはＡＩチャットボットによる総合案内サービスで、

スマートフォンやパソコンからの住民の問い合わせにＡＩが自動回答するものです。実際に横浜

市では、ごみ問題への取り組みをＰＲするためにＡＩチャットボットを導入し、分別方法に関す

る質問を解決しています。効果としては、人的なランニングコストの縮減や営業時間外でも疑問

に答えられるということで、住民サービスの向上につながっています。２０４０年の２０年先と

なりますと、さらなる技術革新により住民サービスの向上が期待されますが、導入に当たっては

十分な検討が必要と考えます。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

スマート自治体やＡＩの活用ではですね、情報の漏えいの問題なんかが、やっぱり住民は大変

心配しているわけです。今日のニュースでもですね、データの流出問題とかが出てましたけど、

どんなすぐれた情報収集力のある、分析力のある機械でも、やはり最後はマンパワーであり、職

員が判断を下すことになります。住民サービスの向上とともに、職員の過重労働、時間外勤務の

負担軽減などを踏まえたですね、ＡＩの導入が必要だと考えます。本来であればですね、スマー

ト自治体によって職員が住民と接する機会、こういった時間がですね、でき、ふえ、住民サービ
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スが向上し、暮らしがよくならなければいけないんですが、今やろうとしていることは、職員を

減らし、労働密度が強化され、職員の仕事がＡＩの管理を中心となるようなですね、労働形態に

なる。こういったことになるのではないかと危惧しているものです。今回ですね、この質問を行

ったのは、スマート自治体の推進、職員削減、そして著しい人口減少など、こういったことでで

すね、国は自治体を締めつけていますが、こういったおどしにとらわれず、しっかりと芦屋町は

芦屋町の独自性を生かした、そして住民自治、地方自治を守る立場で地方自治体の役割を果たし

てまちづくりを行うという、こういったことが必要であるというふうに考えます。そういった点

でですね、そういったところを留意して、今後進めていただきたいと思います。 

次に２点目に、アスベスト対策についてです。アスベストは天然に生成した極めて細かい鉱物

繊維で、熱・摩擦・薬品に強く、丈夫という特性があり、建築物の天井の吹きつけやボイラーな

どの配管の断熱材、保温材など、建設材料として使用されていました。昭和３５年から使用は一

般化しましたが、吸入により人体への悪影響を与えることから、昭和５０年から段階的に規制さ

れ、現在は全面的に製造・使用が禁止されています。一般的に発じん性などの違いから、レベル

１吹きつけ石綿、レベル２石綿含有保温材、レベル３石綿含有スレート波板と区分され、石綿は

関係法令である建築基準法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気汚染防止法、廃棄物処理

法、建設リサイクル法により規制が行われています。そこで、次の点を伺います。 

まず第１点目に、芦屋町の小中学校、公共施設等におけるアスベストの調査と使用状況はどう

なっているのか。 

○議長 横尾 武志君 

都市整備課長。 

○都市整備課長 山下 洋二君 

お答えいたします。 

総務省の調査依頼により、芦屋町が管理している公共施設の吹きつけアスベスト調査を平成１

７年度に実施いたしました。調査対象としましては、小中学校も含めた全施設の既存図面を確認

し、目視できる壁面などの露出部に吹きつけ材が使用されている施設において、アスベスト調査

を実施しております。アスベスト調査を実施した施設としましては、庁舎、町民会館、東公民館、

中央病院、山鹿保育所、下水道の中ノ浜ポンプ場の計７施設でございます。 

調査結果につきましては、厚生労働省の基準を超過した施設が２施設ございました。この２施

設につきましては、既にアスベストの除去を完了しております。また、町民会館におきましては

平成２１年度の改修工事において、平成１７年の調査において目視できなかった客席天井裏の鉄

骨部に吹きつけアスベストが確認されたため、封じ込め工法により適正な処理を実施しておりま

す。また、さらに平成２９年度に実施しました高浜団地の空家解体工事において、同年、環境省
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からの通達に基づき、外壁の仕上げ塗材についてアスベストの含有調査を実施した結果、含有が

確認されましたので石綿防止対策マニュアルにより適正な処理を行いました。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

公共施設についてはですね、調査し、そしてアスベスト除去の対応処理をやっているというこ

とですが、それでは２点目のですね、民間建造物や個人住宅、集合住宅等のアスベストの調査は

どうなっているのかについて伺います。 

○議長 横尾 武志君 

都市整備課長。 

○都市整備課長 山下 洋二君 

それでは、お答えいたします。 

民間建築物におけるアスベスト調査におきましては、平成１７年に国土交通省が昭和３１年か

ら平成元年に施工された民間建築物のうち、延べ面積１，０００平米以上の建築物を対象に調査

推進を行っており、その後も国と特定行政庁が連携協力し、１，０００平米未満の建築物におい

ても調査台帳の整備やアスベストの使用実態調査等を実施している状況です。また、芦屋町にお

ける民間建築物におきましては、特定行政庁である福岡県の管轄となります。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

お手元にですね、資料があると思いますけど、これの中でですね、大気汚染防止法による規制

ということで載ってますが、先ほど言ったようにですね、レベル１、レベル２は吹きつけ石綿と

かですね、断熱材とか保温材とかそういったものですが、これについては規制対象になっていま

すが、レベル３のですね、その他の石綿含有建材については、これは一般的にいえば、倉庫とか

に使っている波型スレートです。ほとんどの倉庫に使っている波型スレートというのはアスベス

トが入ってまして、それをセメントで固めているという、そういったものが今も使われています。

ただ、これはセメントで固めているのでアスベストが飛散するということはないんですけど、た

だ、これについてもですね、処理については、やはりアスベストですから、アスベスト特有の処

理をしなければいけないという対象になっています。その下の、大気汚染防止法による規制（事

前調査）の中にですね、真ん中付近に、特定粉じん排出等作業の都道府県・政令市への届け出と
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いうことで、こういったことでですね、一般的な民間の住宅や建物については、県や政令市がそ

ういったところで責任を負うということになっています。 

それで今、問題になっているのはですね、１９７０年代から１９９０年代のアスベスト全盛の

時代については、普通の戸建ての家についてはですね、アスベストやアスベスト含有建材が使用

されていることが多いということで、特に個人住宅については屋根材・天井材・壁材・間仕切り

材、それから床材・内装材・断熱材・耐火材としてアスベストが使用されています。部所として

は屋根・天井・壁・床・風呂場・台所など、こういったところで使用されているということで、

今こういったですね、戸建て住宅もですね、年数がきて解体されてますが、こういったところに

ついてもですね、アスベストがありながらアスベスト対策をしないで解体されているという状況

です。特にですね、集合住宅のアパート、長屋ではですね、鉄骨づくりや準耐火建設物ではです

ね、アスベストが使われてる可能性が高いという状況になってます。こういったところをですね、

ちゃんと大気汚染防止法による規制でですね、処理をしなきゃいけないと思いますけど、この点

について町はですね、どういったふうに考えているのかを伺います。 

○議長 横尾 武志君 

都市整備課長。 

○都市整備課長 山下 洋二君 

お答えいたします。 

まずは届け出でございますが、特定行政庁である福岡県に確認しましたところ、現在では延べ

床面積３００平米以上の建築物についてアスベスト調査台帳を整備しているということです。芦

屋町におきましてもですね、特定行政庁が県であるということとしましても、町民の方々の安心・

安全確保のため、いろんな情報を収集し、県とも連携をとっていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

この間、議会の一般質問でもですね、芦屋町にもアスベストを使った、そういった建物がある

ので、どう対応をするのかということも言われてましたが、やはり、基本的には県がするわけで

しょうが、しかし、その被害に遭うのは芦屋町の住民です。アスベストの被害はすぐに出るので

はなくて、１５年後、２０年後、３０年後に出るという、そういった状況なんでですね。やはり

飛散したりしたら周りの住民の方もそれを吸い、アスベスト被害に遭うということになります。 

１１月の９日にですね、福岡高裁で、建設現場でアスベストを吸い込み肺がんなどを発症した

として、建設労働者が国と建材メーカーに対して損害賠償を求める控訴審判決が出され、国とメ
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ーカーに対してですね、３億４，８００万の支払いを命じたということで、やはりアスベストに

ついてはですね、今やっぱり、そういった解体従事者と、やはり周辺住民の安全や健康を守ると

いう点ではですね、大変、国としてもですね、注視している状況です。 

それで３点目の、大気汚染防止法による特定建材の除去などの作業基準はどのようになってい

るのか、これについて伺います。 

○議長 横尾 武志君 

都市整備課長。 

○都市整備課長 山下 洋二君 

それでは、お答えいたします。 

環境省の石綿飛散防止対策マニュアルによりますと、解体工事の場合は除去することとなりま

すが、改修等の工事の場合は吹きつけ材の劣化・損傷状態に応じて、石綿障害予防規則第１０条

第１項により、除去、囲い込み、封じ込め等の措置を講じなければならないとあります。 

そこで、御質問にあります除去の作業基準について御説明いたします。まず、作業レベル１と

いわれる吹きつけ材の除去作業を行う主な基準ですが、作業箇所の部屋全体をセキュリティーゾ

ーンといわれる前室により隔離する。排気装置にて作業箇所の密閉、いわゆる負圧を確認する。

除去部に対して粉じん飛散防止処理剤等により湿潤化を行う。梱包については十分な強度を有す

るプラスチック袋で２重梱包とし、セキュリティーゾーンへ搬出後、運搬する。作業レベル２と

いわれる保温材等の除去作業を行う主な基準でございますが、必要に応じて作業箇所を隔離・養

生する。除去部位を粉じん飛散防止処理剤等により湿潤化する。除去物の排出方法は、廃棄袋に

付着した石綿が可能な限り飛散しない方法を行う。最後になりますが、作業レベル３といわれる

繊維強化セメント板等の除去作業を行う主な基準ですが、除去部位を粉じん飛散防止処理剤によ

り湿潤化する。搬出については、石綿含有製品と外部から判別でき、他の搬出物と混在すること

がないようにする。 

以上が作業基準となります。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

そういったですね、法律にのっとってですね、対応するように決められてますので、本来的に

はコンプライアンスを守ってですね、しなきゃいけないんですが、ただ、現行ではですね、ほと

んどがアスベスト建材が含まれた建築物の解体には飛散防止対策が必要なため、通常の解体工事

より解体費用や時間が多くかかる。そのため、解体前の事前調査で十分な調査を行わず、アスベ

スト建材の含有を見逃したり、解体工事において適正なアスベスト飛散防止対策や作業者への暴
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露防止措置がとられていない現状がいまだ多くしているということで、とにかく事前調査につい

てもですね、時間がかかるので、ないということを前提にしてですね、解体するということが往々

に出ているということです。 

それでは４点目の、アスベスト含有検査の診断日数はどのぐらいかかるのか、これについて伺

います。 

○議長 横尾 武志君 

都市整備課長。 

○都市整備課長 山下 洋二君 

お答えいたします。 

調査専門機関に確認しましたところ、採取する検体の数にもよりますが、解析に１週間、報告

書作成に１週間の計２週間程度を要するということだそうです。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

この検査にですね、やはり日にちもかかりですね、料金も相当かかるということで、もうこの

検査をせずにですね、解体するということが横行しているという状況です。 

資料のですね、２点目にですね、２枚目にアスベストアナライザーというのが写真であります。

これはですね、重さが１．２キロ、持ち運びが容易であるということで、建材の部位をですね、

ここに入れてすれば、計測時間が約１０秒でですね、アスベストが含まれているか含まれてない

かわかるということで、今、北九州市でもこれを導入してですね、検査にこれを使ってですね、

立ち入り検査とかやって、アスベストがあればそれを指導するという、こういったことをやられ

てます。今、一般住民のですね、戸建て住宅にもアスベストがあると言いましたが、こういった

方々からアスベスト使用に対する調査依頼の要請があった場合、芦屋町ではどういうふうになる

のでしょうか。 

○議長 横尾 武志君 

都市整備課長。 

○都市整備課長 山下 洋二君 

お答えいたします。 

またこれも、特定行政庁の話にはなりますが、県に確認をいたしました。先ほど言いましたア

スベストアナライザーにつきましては県が所有しているということで、基本的には災害時に使用

します。また、民間の建物においても必要に応じて使用していくという回答を得ておりますので、
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先ほど申しましたように芦屋町としても、特定行政庁と連携をとりながら進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

北九州は政令都市なので、自分のところでしなきゃいけないということで独自で持ってますが、

お金も一定かかりますけど、そういったものがあればですね、今後のアスベスト対策には十分効

果があると思います。芦屋町でもですね、そういったことが導入できればですね、やはり住民の

安全、暮らしを守るために、やっぱり必要ではないかなというふうに思います。やはりですね、

今後もやっぱり住民の命と健康を守るため、アスベスト対策に力を注ぐことを求めて、この質問

を終わります。 

続いてですね、中央病院の再編統合問題についてです。厚生労働省が９月２６日、病床数を削

減することを目的として、全国の公立・公的医療機関を対象に再編統合の必要性について再検証

を行い、全国４２４の病院について「再編統合について特に議論が必要」とする分析をまとめ、

病院名を公表しました。福岡県で１３の病院が対象とされ、中間・遠賀地区では芦屋中央病院、

中間市立病院、遠賀中間医師会おんが病院の３病院が対象となっています。今後、厚生労働省は

地域の医療計画をつくる各都道府県に対し、地域内の他の病院などと協議しながら２０２０年９

月末までに対応方針を求めるとともに、他の病院への統合や病床数の削減、診療機能の縮小など

を２０２５年までに終えるように要請するとしています。また、国は都道府県につくらせた地域

医療構想をてこに病床削減を狙っていますが、現在のスピードでは２０２５年の期限までに達成

できないとして、もう１段階の対応が必要と問題視し、構想地区ごとの調整会議で、都道府県に

対して公立・公的病院に統合再編などの再検討を要請、重点区域を設定し、統合再編の方向性な

どについて直接助言するといった対策を次々と打ち出しています。そこで次の点を伺います。 

１点目に、厚生労働省は１０月１７日、九州・沖縄を対象とした最初の意見交換会を福岡市内

で開きましたが、芦屋町は参加したのか。また、意見交換ではどのような意見が出されたのかに

ついて伺います。 

○議長 横尾 武志君 

住民課長。 

○住民課長 藤永 詩乃美君 

意見交換会には、芦屋町からは芦屋中央病院に派遣している町の職員が参加しております。ま

た、病院代表として芦屋中央病院の院長が参加しております。 
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意見交換会で出された主な意見ですが、芦屋中央病院に確認したところによりますと、「病床削

減のためではなく地域の現状を踏まえて議論してもらえばよいと言われ、検討会では真摯に議論

を行ったが、その結果に対してこのような発表がされるのは残念である。国の考えとこちらの思

いにギャップがあるのではないか。病床削減が目的なら最初から根拠となるものを提示すべきで

はなかったのか。」というような意見。また、「２０１７年６月一月分のみのデータをもとに判断

されるのは納得できない。」という意見。「都会の病院ありきではないか。地方の田舎の病院は不

利である。」という意見。「今回の発表で病院がなくなるのではないかと患者や職員が不安に思っ

ている。また、地方の田舎の病院では、この発表が医師や医療職の採用に支障となっており死活

問題である。今回の発表は地方には影響が大きいことを理解し、この結果により病床削減、病院

の統廃合を強制するものではないということ、不安やマイナスイメージを払拭するメッセージを

きちんと出してほしい。」という意見。「今後の検討について、資料の提供や今後の進め方もこの

意見交換会の意見を参考にと言われているが、期限が来年の３月、最終は９月となっており、期

限的に難しくスケジュールの変更等の考えはないのか。」というような意見があったとのことで

す。 

これらの意見を受けて、厚生労働省からは「再編・統合という言葉が誤解され、メディアの表

現に若干の誤解があり、統廃合と受けとめられている。メディア発表について唐突な形となった

ことを反省している。」との言葉が副大臣、審議官からありました。「どこか何かで線引きする必

要があり、今回の結果となった。これだけをもとに国が強制的に、公表された全ての病院におい

て統廃合を推進することではない。それぞれの地域の実情を踏まえた議論を行ってもらえばよい。」

という話があったということです。その上で今後、人口減少や高齢化が進む中、医療ニーズに合

わせて診療体制を見直す必要があると改めて強調し、来年９月までに各地で議論を進めるよう求

められたということです。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

この、唐突に４２４のですね、病院の名前が出されたことについては、やはり福岡の会場でも

ですね、相当、自治体としては納得できないというようなことでしょうが、全国的に見てもです

ね、「地域の実情を無視した機械的なデータの出し方だ。撤回を求める。」、「病床削減すれば、住

民にとって医療サービスが落ちることになる。」、「人口減少に対応するというが、既に子育て世代

が住まなくなっている。地方創生に相反するやり方だ。」、「若い医師が名前の出た病院で働きたい

と思うか。医師確保の頑張りを踏みにじっている。」、「病床削減すれば、住民にとって医療サービ
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スが落ちる。」など、多くのですね、不満の声が上がっています。関東甲信越の会場ではですね、

長野県の佐久総合病院の院長から「地方の病院は民間病院では採算がとれない医療を提供して、

住民たちの暮らしを必死で守っている。今回の公表はそうした病院に統廃合を迫るもので『地方

に人が住む必要はない』と言っているように聞こえる。」と話しています。 

福岡県でもですね、１３の病院の名前が挙がってますけど、この中にですね、新宮町の福岡県

こども療育センターも挙がっています。ここは、手足の筋肉が動かしづらいなど体に機能障害の

ある子供たちの治療や運動訓練を行っているほか、脳性麻痺の子供たちの整形外科手術などを行

っており、がんや脳卒中などの実績がないというところです。「県内からも全域から利用があり、

１日３０人の子供たちが利用している。急な発表でいらない混乱を招き、保護者や医師からは戸

惑いや不安の声が上がっている。」というふうに話しています。基準がですね、こういった、がん

の治療をやっているのかとか、手術はしているのかとか、そういったところを基準にして判断し

ているので、そういったことをやらない特殊な病院については統廃合の対象になるということで、

一方的に挙げられているという状況です。 

それでは２点目のですね、中央病院はこの病院名公表をどういうふうに考えているのかを伺い

ます。 

○議長 横尾 武志君 

住民課長。 

○住民課長 藤永 詩乃美君 

芦屋中央病院に確認した内容をお答えいたします。 

国は平成２６年、団塊の世代が７５歳以上を迎える２０２５年に向けて、医療、介護、住まい、

予防、生活支援サービスが身近な地域で包括的に確保される地域包括ケアシステムを構築する目

標を定めています。医療介護総合確保推進法の制定により、地域包括ケアシステムを構築する目

標達成のための取り組みの一つとして地域医療構想があります。 

地域医療構想は平成２８年度に各都道府県が策定済みであり、その内容は、２０２５年に向け

病床の機能分化、連携を進めるために、二次保健医療圏ごとに医療需要と病床の必要量を推計し

定めたものであり、この医療供給体制を実現するために、二次保健医療圏ごとに開催される地域

医療構想調整会議で議論・調整が進められています。しかしながら、現在取り組まれている地域

医療構想調整会議での議論・調整が、福岡県以外で国の想定より進展していなかった地域があっ

たため、その議論・調整を活性化する目的で今回の厚生労働省からの発表となったようです。 

芦屋中央病院としては、関係者に十分な説明もなく、唐突な発表の仕方については納得できま

せんでした。国の地域医療構想に関するワーキンググループで議論をされていることを承知して

いたこと、今回、公表のもととなった調査は２年前のもので、かつ、その内容が地域の医療情勢
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を無視した画一的な指標で判断されたものであり、多くは地方の小規模な公立病院が対象となっ

ております。公表が唐突で、公表された病院の中に芦屋中央病院が含まれていたことについては

若干の驚きはありましたが、病院としての対策として、職員に経緯を説明するとともに、患者及

び家族への対応を伝達しました。また、このことをごらんになられた方々には心配と不安を与え

たものと思われます。芦屋中央病院では、以前から地域における医療環境を踏まえ、地域におけ

る芦屋中央病院の役割は何なのかを考え、その医療機能を転換してきました。その流れが国が示

す地域包括ケアシステムの構想に沿ったものだと確信しております。現在、新築移転して１年半

が経過しましたが、２年前の調査時点とは違った医療機能に転換し、将来に向けて急性期機能の

一般病床と慢性期機能の療養病床に、回復期機能の地域包括ケア病床を導入した病床機能への転

換を行ってきました。このことにつきましては遠賀中間医師会からも理解を得られ、北九州保健

医療圏の地域医療構想調整会議でも報告し、特に指摘もなく了承を得られているものと考えてお

ります。今後も地域医療構想調整会議において、芦屋中央病院の医療機能が地域においてその役

割を果たし、必要であることを訴え続け、町民や周辺の方々に十分な医療が提供できるよう努め

ていきたいと考えています。以上が、今回の病院名公表についての芦屋中央病院の考え方となっ

ております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

病院もですね、やっぱりこの唐突な発表についてはですね、納得がいかないというのもありま

すし、働いている方、そして患者さん、こういった中にもですね、動揺が広がってですね、いる

ということも聞いています。また、多くの名前を挙げられた病院はですね、看護師や医者の引き

抜き、そういったものも横行しているということでですね、大変な混乱が起こっている状況です。

こういったことについてですね、政府の現職の閣僚の中からも批判が出ています。江藤農林水産

大臣はＪＡ厚生連病院を管轄しており、この発表について「大変唐突な話だ。こういう発表の仕

方をされると非常に迷惑だ。」と批判して、自身の出身の宮崎で五ヶ瀬の町立病院が対象に挙がっ

ており、「地域の方々にハレーション(周辺に悪影響を与える)が起こっている。厚生労働省は『議

論のたたき台』と言っているが、徹底的に抵抗しなければいけない。」ということを表明していま

す。また、リスト公表に対してはですね、全国知事会、全国市長会、全国町村会は連名で「地域

の個別実情を踏まえず全国一律の基準による分析のみで病院名を公表したことは、国民の命と健

康を守る最後の砦である自治体病院が機械的に再編統合されることにつながりかねず、極めて遺

憾」と抗議の声を上げています。 
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芦屋中央病院はですね、できたばかりで内容的にもいいということでしょうが、やはりこの４

２４の病院はですね、民間ではできない医療を担っている公立・公的な病院です。これらの病院

は民間でできない政策・不採算医療を担っており、だからこそ国が支援し、地域医療を守るため

につくられた病院です。どの病院であれ、病院がなくなれば住民は生活できなくなり、地域社会

の崩壊につながります。統廃合リストは医療費抑制を狙い、各病院の役割も実情も無視した基準

で機械的に出したものであり、地域医療の崩壊です。これは撤回以外にはありません。病院がな

くなる不安が広がり、就職を見直す人もまた出ている。やっぱりこういった住民のですね、意見

も、医療労働者の意見も聞かないやり方というのは許せません。 

そういった点でですね、質問の第３点目、町は県に対して、病院名公表を撤回し、病床削減あ

りきの公立病院再編統合の押しつけをやめることを国へ強く要望するよう求めるべきではないか、

これについて伺います。 

○議長 横尾 武志君 

町長。 

○町長 波多野茂丸君 

この再編に対しての病院名をマスコミに公表したということは、非常に、一言で言えばですね、

これはもう厚生労働省の完全なフライングであってですね、もう全国上げて、東京に私は行く機

会がいろんな形で多いわけです。もう全てがその声であるわけでありまして。国が地域医療とい

う形の中で構想している、構想があってですね、地域包括ケアシステムという形を推し進めてお

る。そして持ってきて、病院の再編統合も相反するような、わけわからんようなことをですね、

誰が聞いてもわからないですが。で、中央病院の櫻井院長もこの新聞が出て、すぐ朝、私のほう

に電話がありまして、「今からすぐ説明に行きたい。」というふうに。「いや、もう来なくていいで

すよ。もうあり得ない。」と。というのは、まあまあ、いろんな細かいことはあるんですが、なぜ

あり得ないかと。１年前につくった病院をですね、再編せえなんていうことは普通の頭で考えて

も常識に反する。「そやけ、もうそういうことはないから、院長、しっかり自分の足元見て仕事し

てください。」ということで、電話でもうお話ししただけでありまして。議員に御心配いろいろか

けておるわけでございますが、よく最近、国の官僚はですね、こんなことが多いんですね。フラ

イングするのがですね。それでマスコミ、それから週刊誌が面白がってから、いろいろいろいろ、

やっと、こう、ちょっとここ最近、少しおかしな状態になっとるわけでございますが。 

それにしても議員から、強く要請するべきではないかということでございますが、もうこのこ

とはですね、さっき言ったように全国各地、皆、周知しているわけでございまして。福岡県、ま

ずは医師会ですよね。県の医師会、北九州医師会、遠賀中間医師会、これももう会長さんたちが

非常に激怒されておるということでですね、また新たに、地域医療確保に関する国と地方の協議
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の場が設置されまして、地域医療構想の取り組みの推進が地域の実情を踏まえたものとなるよう

協議が行われていると。抗議をやりますということで。私としましては、これは全然問題視して

ないんですけど、大切な中央病院を守るというのは我々の使命であると思いますので、必要な医

療をですね、住民に提供できるよう、北九州保健医療圏における地域医療構想調整会議で、芦屋

中央病院の果たす役割、必要性を十分理解していただくことが、まずは最優先であろうと思って

おりますので、私のほうから病院名公表の撤回について国に要望するということはですね、ちょ

っと土俵が違うというか、こんなことせんでいいんやないかなということで。全ての医師会だと

かですね、そういう関係団体は、もう全て、これが間違っておるということは認知しております

ので、今の時点ではそういうような行動をとるということは考えておりません。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

川上議員。 

○議員 １１番 川上 誠一君 

北海道はですね、北海道の１つの自治体で５４の公立・公的病院の統廃合というのが出てまし

て、北海道の町村会の役員等はですね、やっぱり厚生労働省、総務省に対して、再編・統廃合を

押しつけることがないようにという要望書をね、出しているということもありますので。特に、

この遠賀郡圏ではですね、中間市、それから遠賀町、それから芦屋町の３つの病院が出てますの

で、３首長もですね、いろんな交流もあると思いますので、ぜひですね、３首長名で国に対して、

やっぱりこういった公表については撤回しろという、そういったことを求めてもらいたいと思い

ますが、先ほどの答弁にもそのような内容がありましたが、これについて再度伺います。 

○議長 横尾 武志君 

町長。 

○町長 波多野茂丸君 

川上議員のほうから、１市４町でですね、ということなんですが、その１市４町の中に１つあ

るところが、該当するところがあるんでですね。そうやろうなと。ほかのところは、もう全然な

いんですけど。まあ、そういうところがあって、１カ所だけそこの行政がある中で、それを撤回

というのもですね。この前、そこの該当首長といろいろ話したんですけど、「うちは、なるよね。」

というような、御本人も認識してますんでですね。そこはもう、いいんではないかと。 

ただですね、今後ですよ、今後、このマスコミのその報道撤回というのはですね、また今後の

事態はですね、油断せず見守らなければならないし、それは今度は逆に、１市４町とやるとなる

ときは、地域医療をどうやってやるのかというような形の推進とかですね、そういう前向きの陳

情をやっていきたいと思いますので、その辺また御理解賜わりたいと思います。 
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以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

時間ですので。以上で、川上議員の一般質問は終わりました。 

ただいまから、しばらく休憩いたします。なお、再開は１３時１５分から再開いたします。 

午後０時 06分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時 13分再開 

○議長 横尾 武志君 

再開いたします。 

次に４番、萩原議員の一般質問を許します。萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

４番、萩原です。傍聴席の皆さん、今日はありがとうございます。一生懸命務めさせていただ

きます。では、通告書に従い、質問してまいります。 

件名１、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりについて。ことしの１０月に町内で徘

回・行方不明者情報が発表され、御家族、関係機関の協力で無事に発見されました。しかし、行

方不明のままや、事故や、亡くなって発見される場合もあり、残された家族の心配や悲しみなど

の精神的負担はとても大きいものです。高齢白書では、２０２５年には６５歳以上の高齢者の５

人に１人が認知症を発症すると推計されていますが、この町も例外ではありません。そのため芦

屋町では、高齢者福祉計画の施策で認知症高齢者等の支援を行っています。今回は認知症高齢者

の徘回を通し、その取り組み状況について質問していきたいと思います。 

要旨１、町内の徘回者数について。この数年の徘回者数の推移と徘回時の状況についてお尋ね

します。 

○議長 横尾 武志君 

執行部の答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

地域包括支援センターでは町内の高齢者が行方不明になった場合、連絡を受けて捜索に出向い

たケースをカウントしており、平成３０年度は５件、うち防災メールまもるくんを活用したケー

スは２件、令和元年度における現在までの捜索件数は２件、うち１件は防災メールまもるくんを

活用して広域に情報提供を行っております。なお、捜索には至りませんでしたが、徘回の初期段

階で高齢者を発見したケースも同数程度ございました。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 
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萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

芦屋町の徘回者数をただいま伺いましたが、警視庁が発表している平成３０年の行方不明者数

は８万７，９６２人で、前年に比べ３，１１２人増加しています。これは届け出受理数で、たま

たま数時間以内に発見された潜在的行方不明者はもっと多いと言われ、家族だけで捜索するには

限界があり、地域で発見する体制づくりが重要になっています。 

そこで要旨２、徘回者に対する事前対策はどのようなことを行っているのかお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

徘回者が出た場合の対策として、事前対策を申し上げます。 

まず１つ目、認知症サポーターの養成でございます。認知症サポーターは、認知症に対する正

しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対して、できる範囲で手助けをしていた

だくものでございます。認知症サポーターを養成するため、講座を毎年実施しております。この

一環として、認知症サポーターである役場職員へ課長会議を通じて見守り要請を行っており、過

去２件の高齢者の保護につながっております。２つ目は、本年６月から始めた認知症高齢者見守

りシールの交付事業でございます。認知症の高齢者などが外出後、行方がわからなくなったとき

の早期発見や事故防止のため、見守りシールを無料で交付するものでございます。希望者には見

守りシールを２０枚交付し、衣類や帽子、手提げ等に張ることで、行方不明になっても早期の身

元特定と保護が期待できます。３番目は、はいかい高齢者等ＳＯＳネットワークシステムへの登

録でございます。折尾警察署が主体となり、遠賀郡４町と中間市が連携して実施している事業で

ございます。徘回のおそれがある高齢者などを事前に登録することで、行方不明になったときな

どに必要な情報をタクシー事業者などに提供することで、早期発見や保護につなぐことができま

す。４番目は、防災メールまもるくんへの登録でございます。福岡県が実施主体となっている事

業で、登録している高齢者などが行方不明になった場合、パソコンやスマホを利用し、行方不明

情報を広域に配信するものです。本町では行方不明時だけではなく、万が一のときに速やかに情

報提供ができるよう、はいかい高齢者等ＳＯＳネットワークシステムの登録の際、同時に事前登

録をお願いしております。５番目として、徘回高齢者の一時収容でございます。主に町外の高齢

者を保護した場合、家族と連絡がとれないとき、町内の老人保健施設であるリカバリーセンター

ひびき、及び特別養護老人ホームまつかぜ荘の短期入所を利用できるように協定を締結しており

ます。 

以上でございます。 
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○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

認知症サポーター養成は、認知症に対する正しい知識と理解の普及、啓発が目的で行われてい

ます。そこで芦屋町の認知症サポーター養成受講者数をお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

平成２９年度からちょっと説明させていただきます。平成２９年度は養成講座が８回で１９２

人ですね。平成３０年度が５回で１６３人でございます。また、芦屋町では９月末時点で合計１，

０６４人のサポーターを養成しております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

芦屋町の認知症サポーター数は総人口に占める割合が約７．６％、総人口１万人当たりの講座

開催回数は約３０回です。私は、芦屋町の認知症サポーターの実態が他の自治体と比べどうなの

かと思い、遠賀４町で調べたところ、芦屋町が一番取り組んでいたことがわかりました。しかし、

まだまだ認知症の正しい理解が進んでいるとは言えません。先日、私の友人に「もしも、認知症

の人が１人で歩いていたら声をかけられるか。」と尋ねたところ、「認知症かどうか判断できない。

声がかけられるか自信がない。」との返答がありました。したがって、他の自治体より認知症サポ

ーター養成に取り組んでいることは理解しましたが、やはり、もっと多くの方に認知症の理解を

深めてもらう必要があると思います。実施回数をふやすことも大切ですが、参加しやすい、わか

りやすい養成講座を考えていく必要があると思います。ことしの９月２８日に飯塚市で開催され

た住民向けの認知症啓発研修会では、住民による寸劇でサポーター養成が行われました。とても

楽しく、わかりやすいと感じましたし、演じる側の住民の認知症に対する関心が高まるとともに、

身近な人が出演すれば受講者も増加するかもしれません。今後は、住民も巻き込んだサポーター

養成を考えていく必要があると考えます。 

そこで、町は認知症サポーターをふやすために、どのような工夫をされているのかお尋ねしま

す。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 
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○福祉課長 吉永 博幸君 

認知症サポーター養成講座は、従来から出前講座という方法で実施しておりました。出前講座

につきましては、いわゆる「待ち」のスタンスとなっているため、現在は各地で行われているサ

ロン事業、それから自治区体操教室を中心に働きかけて、認知症サポーターを養成している状況

でございます。また、昨年実施したんですけども、小学生のサポーター講座、それから過去実施

しました町内の事業所での認知症サポーター養成講座を継続的に実施していくことが必要だろう

というふうには考えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

認知症ネットワーク、遠賀中間地区はいかい高齢者等ＳＯＳシステムや、防災メールまもるく

んの登録者数をお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

認知症ネットワークの遠賀中間地区のはいかい高齢者等ＳＯＳシステムと防災メールまもるく

んの新規登録者なんですけども、それぞれ、近年３カ年の新規登録者数と現時点の登録者数を説

明します。認知症ネットワーク、遠賀中間地区はいかい高齢者等ＳＯＳシステムの平成２８年度

登録者数は５名、２９年度は７名、３０年度は１０名で、現時点では２８名の登録となっており

ます。次に、防災メールまもるくんの平成２８年度登録者数は１名、２９年度は３名、３０年度

は８名で、現時点では１８名の登録者となっております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

芦屋町の軽度認知症を含む認知症の罹患者数をお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

本町における６５歳以上の高齢者数というのは９月末現在で４，３６６人でございます。国の

平成２９年度版高齢者白書によれば、軽度認知症   ＭＣＩなんですけども、含めると、高齢
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者７人のうち１人が認知症者と推計されていることから、芦屋町には６２３人程度の認知症者が

現在は、いることが推計されております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

今、話がありました推定で６２３名、そして先ほど伺いましたネットワークの登録者数が２８

名と１８名ですか、この登録者数は、私は少ないのではないかと思います。なぜ少ないのが悪い

のかと申しますと、徘回者が発生した場合、少しでも早期の捜索が有効です。しかし、行方不明

後に手続をしていては捜索が遅れ、捜索範囲の拡大や、時間が経過すればにおいが薄れるため、

警察犬の活用も難しくなります。 

今後、徘回者の早期捜索のためには新規登録者をふやす必要があると思いますが、どのような

対策を行っているのかお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

高齢者が行方不明になった場合、速やかな情報提供に資するという点では、防災メールまもる

くんや、はいかい高齢者等ＳＯＳネットワークシステムは有効な手段でございます。 

新規登録者をふやす工夫という点では、基本となるのは、家族の方に認知症を理解していただ

くことにあると思います。そのためには、認知症のことで相談にお見えになったケース、家族介

護教室を初め、高齢者の方と多く接する機会で十分説明し、御理解いただくことが重要であると

思っております。防災メールまもるくんに関しては、防災情報も提供されるシステムであること

から、防災担当からも住民の方へ受信できるよう要請しているところですが、行方不明となった

高齢者に関しても有効な捜索者となりますので、介護予防事業実施の際など、きめ細かく受信登

録を要請しているところでございます。ただ、現在までのところ、徘回が起きてしまう原因に直

結するんですけども、家族の方がやっぱり、認知症者である、認知症の家族がいるっていうこと

を周囲に隠していること、これがちょっとなかなか登録に至っては、なかなか高いハードルにな

っているというのが現状でございます。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 
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要旨３、徘回者が発生した場合、どのように対応しているのかお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

高齢者が行方不明になった場合、主に警察や家族の方、介護事業所から地域包括支援センター

に連絡がございます。平日の日中であれば、地域包括支援センターとしては、家族やケアマネ、

警察等との情報連携のため一定数の職員を残し、情報に基づいて介護事業所や社会福祉協議会と

連携をとりながら捜索を行っております。また、夜間や休業日においては、家族や介護事業所と

連携をとって、可能な範囲で捜索などを行っております。もう一つは、町内の介護事業者でつく

る芦屋町ヘルプネットワークによる捜索でございます。この活動は、議員も介護事業所に所属さ

れていたときに参加されておられたものですが、事業所の相互協力によって平成２９年度に立ち

上げられ、図上訓練や模擬訓練を行って、平成３０年度からは実際に捜索も行われております。

なお、芦屋町ヘルプネットワークには、立ち上げの検討時より地域包括支援センターとして必要

なアドバイスを提供してきたほか、捜索時には支援等を行っております。最後に、高齢者が行方

不明となった場合の関係機関への情報提供及び捜索依頼でございます。地域包括支援センターで

は行方不明高齢者の情報を得た場合、家族の方へ連絡をとって、はいかい高齢者等ＳＯＳネット

ワークシステム及び防災メールまもるくんの登録や、配信の要請を行っております。御家族の了

承がとれれば直ちに作業を行いますが、全ての御家族が了承される現状ではございません。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

この、芦屋町高齢者福祉計画というものがあるんですが、ここの冒頭にですね、町長が御挨拶

文を出されているんですが、ここで書かれているのが「住民の皆様による助け合いや支え合いの

地域づくりが求められています。」というふうに書かれているんですけども、そして、この高齢者

福祉計画の施策の展開で「徘回高齢者を民生委員や老人クラブ、介護サービス事業所など、地域

で見守るネットワークの構築について検討します。」と書かれているんですが、今、課長からお話

がありました介護サービス事業所などは独自で活動もしておりますし、地域でのネットワークが

広がりつつあるとは思うんですが、民生委員や老人クラブなど地域での見守りネットワークが、

現状、展開していないように感じますが、その要因についてお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 
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○福祉課長 吉永 博幸君 

高齢者福祉計画の中には、いわゆる「見守りネットワークを形成することを検討します」とい

うふうに記述させていただいております。この見守りネットワークなんですけども、ネットワー

クだけつくってもだめだろうと思います。認知症の、いわゆる出たときの総合的な対策が必要に

なって、その一つとして見守りネットワークが必要というふうには感じておりますので、民生委

員を初めとするボランティアや住民を交えた見守りにつきましては、徘回高齢者対策として総合

的に一応検討を進めていきたいというふうに考えておりますので、総合的に検討する中で、ネッ

トワークづくりを再度しっかり考えていきたいというふうに考えております。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

要旨４、徘回模擬訓練について。高齢者福祉計画の調査結果で認知症の人の正しい接し方が「わ

からない」、「特に何もしない」と回答している人は３割と、認知症の理解は進んでいません。今

後、認知症の適切な接し方を学ぶためには、認知症サポーター研修の充実のほかに、徘回者に対

する声かけなどを実践として学ぶ徘回模擬訓練は有効な策だと考えます。県内６０市町村で何ら

かの模擬訓練を実施しているのが２２市町村あります。自治会、社協、介護サービス事業所、民

生委員、家族の会などがさまざまな形で、自治区ごと、小中学校区ごとに取り組んでいます。徘

回模擬訓練は地域での見守りネットワークの構築に役立つと思いますが、今後、芦屋町でも実施

に向け検討していく予定はあるのかお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

令和２年度までを計画期間とする芦屋町高齢者福祉計画においては、徘回模擬訓練の実施を計

画しておりませんでしたが、計画に計上している徘回高齢者を地域で見守るネットワーク構築の

検討に当たり、徘回高齢者対策として総合的に考えていく必要がございます。これは、先ほど申

しましたとおりでございます。特に徘回模擬訓練に関しましては、認知症の方とその家族が安心

して暮らしていくため、認知症の方の徘回を想定し、地域住民が声のかけ方や支援機関へのつな

ぎ方を学ぶ実践的な訓練は有効な方法であること、また、訓練を実施することにより、いざとい

うときに地域における認知症の方の安全確保ができることができ、また、参加者の認知症への理

解を深めるといった効果が得られるものと考えます。実施には、調査研究を含め準備期間も必要

なことが見込めますので、実施時期は明確には申し上げられませんが、徘回模擬訓練に取り組ん

でまいりたいと考えております。 



- 43 - 

 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

先ほど、はいかいＳＯＳなど登録者が進まない理由は、御家族が周囲に、家族が認知症である

ことを隠していることが原因ではないかというお話がありました。やはり、社会が認知症の理解

を広め、「私のうちの親が認知症なんです。」と相談できる、言えるような社会に変えていくこと

が大事ではないかと思います。今回の徘回模擬訓練を検討していただくということですので、こ

れをきっかけに、ぜひ社会にそういった機運が広がっていけばいいなと感じました。 

要旨５、保険による事故について。少し長くなりますがお聞きください。 

１１月２６日の朝日新聞の記事に「認知症の事故補償 広がる」という記事が掲載されました。

少なくとも全国で３９の市区町村が保険料の肩がわりをしているという記事です。 

まず、この制度の概要を説明いたします。この制度は、１人で外出中の認知症の高齢男性が、

愛知県のＪＲ東海道本線の駅で列車にはねられ死亡。鉄道会社から家族が損害賠償を求められた

裁判がきっかけになっています。その後、２年前に神奈川県大和市でこの制度が初導入され、福

岡県では昨年１０月に久留米市、ことしの４月に粕屋町が導入しました。自治体が加入している

のは個人賠償責任保険という民間保険で、買い物中に商品を壊した、自転車で通行人にけがをさ

せたなどの事故で、認知症の人や家族が賠償責任を負ったときに補償されるものです。自治体が

保険料全額もしくは一部補助し、対象者の範囲、補償内容は自治体によって異なっています。久

留米市、粕屋町はどちらの自治体も年額２，０００円弱の保険料の全額負担、そして対象者は住

民基本台帳登録者、在宅で生活する者、高齢者の日常生活自立度Ⅱａ以上、また、セットで徘回

ネットワークシステムに入ることが条件になっています。久留米市では当初５８名が登録し、現

在は２０７名、粕屋町はことしの４月からですが、登録者は９名となっています。また、どちら

もこの制度の利用者は、まだいないそうです。 

実は数年前に、私がかかわった認知症の高齢者が列車と接触事故を起こしました。奇跡的に軽

傷で済んだのですが、列車に遅れが生じ、御家族は損害賠償の件で自宅の売却も考えていました。

退院後はすぐに施設に入居されたため、その後、賠償問題がどうなったかわかりませんが、本人、

家族にとって精神的、経済的な負担だったと思います。ただ、この高齢者は芦屋町の方ではあり

ません。やはり、「ＪＲのない芦屋町では、このような心配は必要ないのでは。」と思われた方も

多くいるのではないでしょうか。しかし、私も捜索にかかわったのですが、昨年、芦屋町の高齢

者が行方不明になりました。その方は翌日無事に帰ってこられましたが、後でＪＲで移動してい

たことがわかり、ＪＲのない芦屋町でも事故に巻き込まれる可能性はあると感じました。 
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新聞の記事によると、厚生労働省は「公的支援として有効なものか各自治体の事例を収集し、

分析を行っていく」と見解を示しています。これは、保険料を公的に負担するべきか、個人で負

担するべきかということです。しかし、個人で保険料の負担が難しい生活困窮者はどうすればい

いのでしょうか。私は、もしも芦屋町の住民が大きな事故に巻き込まれた場合や、小さな事故で

も生活困窮者には大きな負担になる場合もあり、認知症対策は社会全体で考えていかなければい

けない問題で、この問題を個人の問題として片づけてしまっていいのかと思っています。町長は

高齢者福祉計画の冒頭で「いつまでも住み慣れた地域で暮らせる町 あしや」とうたい、安心で

きる福祉サービスの提供が求められていると挨拶されています。私は、この制度も安心できる福

祉サービスの提供になるのではないかと思い、今後、調査・研究する必要があると考え、町長の

お考えをお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

町長。 

○町長 波多野茂丸君 

非常によく調査されておるわけでございますが、まず、ほかの面から入りますと、今日午前中

に川上議員から２０４０人口問題とありました。これも関連するわけでございますが、今、高齢

者、少子高齢化というような、本当にもう、さまざまな世の中の歩みの中で、我々とすれば避け

て通れない福祉対策というのはたくさんあるわけでありまして、今、萩原議員が今日、るる、さ

まざまな形の中で御質問いただいておるわけでございますが、この認知症の対策というのも、こ

れも避けて通れないわけであります。 

そうした中で、今、朝日新聞の、私も実はこれ、切り取っておったんですが、とにかく、もし

自分の身に降りかかって、自分の家族に降りかかったときに、これは、例えばこれ、神奈川県で

鉄道会社でしたね。鉄道事故なんですよね。普通、我々が認識しておるのは、ＪＲで車なり何な

り事故起こしたときは、損害賠償が莫大な金額になるということをちょっと認識しておるわけで

ございますが、そうなったときに、たまたまこの件は、最高裁で棄却になったのかどうか知りま

せんけど、敗訴したのか、「払わなくていいですよ」という裁判結果が出たわけでございますが。

もしこれが、払わなければならないとなったときに、かなりの高額をですね、払わなければなら

ないと、家族が負わなければならないといったときに、それこそ、もう大変、御家族が不幸な目

に遭うわけでございます。その点もいろいろ考えますと、この損害賠償保険の制度を創設すると

いうことで、認知症の方が地域で安心して暮らせる一助となることは、もう十分理解できるわけ

でございますが。しかし、同じようなリスクを持つ障害者の方がもしそういう形になったときに

は、どうしたらいいのかというようなこともあるわけであります。今、これも国もいろいろ論議

しておるということでございますので、国はどのような対策を示していくのかも注視しなければ
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なりません。そして、この制度を創設したときには、保険料を公費で負担するものであるわけで

ありますが、年々増大します社会保障費の中で考える必要もあろうかと思います。それと、いろ

んなことが出てくると思うんですが、この新聞にもありますように、神戸市では個人市民税を一

人４００円引き上げて、それに充てるということで、それも一つの方法であろうかと思うわけで

あります。しかし、この増税というのはですね、非常に住民の皆さん、国民の皆さんは敏感なも

のでありますので、どのような形で国がもっていくのかというふうに注視しなければなりません。

したがいまして、国の動向、施策としての考え方、これもちろん、住民、個人市民税、ここは町

民税になるんですが、引き上げの問題をした場合の財政の問題等々いろいろ課題があるわけでご

ざいます。課題がしかし、ありますけど、これは避けては通れない。いつか何らかの形で制度設

計して実行に移さなければならないということは、火を見るより明らかなことであるわけでござ

いますので、十分いろんな方面、いろんな形での、こちらも調査いたしましてですね、実行をで

きるように前に進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

今、町長からお話がありました障害者の方の支援も含めて、今後、調査・研究していただきま

すよう私からもお願い申し上げます。 

続けて、件名２、要配慮者や女性に対する防災対応について。ことしの秋に発生した東日本の

台風被害は甚大で、現在も不便な生活を余儀なくされている人も多くいます。今後もどこで災害

が発生するかわからない現状を踏まえ、海や川に面する芦屋町でも災害時の備えは重要です。特

に、要配慮者といわれる要介護者、障害者、妊産婦、乳幼児、外国人、さらには女性に対する配

慮がなければ、災害時に安心して避難することはできません。そこで芦屋町災害マニュアルの、

風水害応急対策計画の避難対策、要配慮者等対策についてお尋ねします。 

要旨１、要介護者、障害者の防災対応について。地震による津波等で避難が必要になった場合、

自力で避難所まで移動することが困難な要介護者の移動や、要介護者、障害者の避難所での配慮

はどのように考えているのかお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

福祉課長。 

○福祉課長 吉永 博幸君 

要介護者や障害者に対する防災対策について説明します。まず、介護が必要な高齢者及び障害

のある方のうち、災害時において情報提供や避難誘導等の支援を要する方については、災害対策
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基本法に基づいて避難行動要支援者名簿を作成し、そのうち同意がとれた方の名簿を地域の自主

防災組織、民生児童委員、遠賀郡消防署へ提供しております。名簿提供に関しましては法に基づ

いた行為ですが、目的は、日常時から見守りのツールとして活用していただくこと、２つ目は、

災害が予期された場合の声かけや災害時の避難等を、あらかじめ地域でルールを定める個別計画

を作成するために役立てていただくためでございます。現状では、日常時の見守りに関しては名

簿が活用されている例はございますが、避難支援を要する方の個別計画の作成には至っておらず、

モデル地区の指定等を行って推進に努めてまいりたいと考えております。 

次に、避難所に関して説明申し上げます。要介護高齢者や障害者などのハンディキャップがあ

る方については、配慮という考え方で避難所対応を考えております。まず、自主避難の段階にお

いて、総務課からの要請に基づいて保健師等の医療職を出務させ、避難者の体調管理、感染症の

予防や拡大防止などの対応を行うこととしています。また、トイレや出入口に近い避難場所を提

供すること、酸素吸入器を使用されている方のために電源近くの場所を確保するほか、一般的な

治療薬や血圧計、スクリーンなどの備品、コミュニケーション手段として使用するホワイトボー

ドを準備するように調整を行っております。中には、内部障害や妊産婦の方もおられますので、

ヘルプマークを表示したビブスとヘルプカードを配付し、周囲の方から配慮が必要な方であるこ

とが認識できるようにしています。 

最後に、福祉避難所について説明申し上げます。福祉避難所には、町が設置するもの、民間の

施設を利用して設置するものの２つのケースがございます。町が設置するものは、町民会館の３

階にある和室を準備していますが、熊本地震の際に車中避難で問題となった自閉症等がある障害

児・者も受け入れができることを想定しております。このため、みどり園と協定を締結し、障害

児・者に専門的対応をしていただく生活支援員を派遣していただけるようにしています。民間の

福祉避難所に関しては、在宅で介護サービスを受けられており、かつ重度であって医療的ケアを

要さない方については、リカバリーセンターひびき、まつかぜ荘、ソレイユ芦屋と協定を締結し、

ショートステイまたは空きベッドが利用できるようにしております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

要旨２、妊産婦、乳幼児の防災対応について。妊産婦や乳幼児の避難所での配慮についてお尋

ねします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 
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○総務課長 松尾 徳昭君 

お答えいたします。 

避難所に多くの方が避難されると、状況に応じて災害対策本部より、健康・こども課の保健師

を避難所に出務させるようにしております。健康・こども課の保健師は母子手帳の発行業務や家

庭訪問、乳幼児健診などから、妊産婦や乳幼児の状況を把握しているため、適切な対応ができる

と考えております。また、必要に応じて別室に案内するなどの対応をしていく必要があります。

避難所生活における妊産婦、乳幼児の配慮につきましては、生理用品や女性の下着の物資を手渡

す担当は必ず女性が担当する。安全、保健・衛生、保安及びプライバシーの保持に注意し、男女

の更衣室、あと、授乳室やおむつ交換スペースを確保する。粉ミルク、離乳食などの提供。子供

の遊び場スペースを確保するなどの配慮が、避難所では必要になってくると考えております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

要旨３、外国人の防災対応について。現在の芦屋町の外国人登録人数をお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

１０月末現在で８７人の方が登録をされております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

数カ月前にベトナムから７名の介護技能実習生が来日し、町内で暮らしています。今後もこの

ような外国人の増加の可能性があり、災害時は避難所に避難してくると考えますが、どのような

対応を考えているのかお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

地域防災計画では、県や警察署、国際交流協会、ボランティア団体等と連携し、外国人の方の

対応を行うこととしております。また、避難所での対応につきましては、福岡県避難所運営マニ

ュアル作成指針をもとに、芦屋町避難所運営マニュアルを作成しております。県の指針や避難所
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の運営マニュアルにおいて、避難所生活における注意事項を英語でまとめたものがございますの

で、これらを活用しながら対応していくこととしております。万が一、通訳等が必要な場合には、

福岡県の国際交流協会等に通訳の派遣要請を行っていきたいと考えております。また、通訳が派

遣されるまでには、コミュニケーションをとるツールとしてホワイトボードを活用しての筆談や、

身ぶり手ぶりでのコミュニケーションを図っていく必要があるという形で考えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

要旨４、女性の防災対応について。また新聞の記事になるんですが、１１月１２日の朝日新聞

の記事に「台風１９号から考える 避難所の運営、女性の担い手を増やせ」という記事が掲載さ

れていました。その記事には「国も、性差別に配慮した避難所運営を呼びかけている」と書かれ、

「避難所では男性が運営の中心、女性が炊き出しというように、性別で役割分担が決まりがちだ

が、朝晩に何百食という炊き出しをするのは重労働。女性は育児や介護を担っている場合も多く、

加重な負担がかかりかねない。支援物資を男性が配付することで、女性が生理用品などをもらい

にくい、といった問題もある。」と書かれていました。また、「性暴力の被害を防ぐためにも」と

いう記事も掲載され、避難所での性被害についても書かれていました。先ほど、妊産婦について

の配慮の説明と重複するかもしれませんが、更衣室、トイレ、就寝場所、女性のスペース問題な

ど、女性に対する避難所での配慮はどのように考えているのかお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

女性の災害時の防災対応につきましては、主に避難所での対応が重要になってくると考えてお

ります。避難所運営におきましては、プライバシー確保が大切となります。そのため、ダンボー

ルを使用しての間仕切りや、社会福祉協議会のほうで現在所有しております屋内型の避難用テン

トなどにより、プライバシーを確保していきたいというふうに考えております。また、防犯の観

点から居住スペースの配慮や、更衣室や洗濯物干し場の避難所レイアウトづくりが重要になって

くると思いますので、女性の視点を大切にしながら取り組んでいきたいと考えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 
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女性の視点を取り入れるために、女性が主体となった防災組織はあるのかお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

女性を主体とした女性リーダーにつきましては、社会福祉協議会に手をつなぐリボンの会がご

ざいます。その団体にお願いして女性防火防災クラブを組織しております。組織団体としまして

は、図書ボランティアめるへん、八朔の会、食生活改善推進会、あしの会、芦屋手話の会で構成

されております。今年度は、１０月に実施しました防災講演会や１１月の地震・津波訓練に参加

をしていただいております。過去には炊き出し訓練等も行っていただいております。災害発生時

の女性リーダーとして活躍していただきたいという形で考えております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

新聞記事でも書かれていましたが、炊き出し等も含む避難生活が長くなると、女性の負担は重

くなります。しかし、避難所に男性リーダーのみ配置された場合、女性の思いは伝わりづらくな

ってしまうと思います。昨年、人権まつりの講演会でも女性防災リーダーの重要性の話がありま

した。避難所運営決定の場に、ぜひ女性防災リーダーの配置をしていただきますよう、今お話も

ありましたので、重ねて申し上げます。 

要旨５、避難訓練について。今年度の避難訓練の実施状況についてお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

避難訓練につきましては、ことしの７月に遠賀川の水位が氾濫危険水位に到達する可能性が極

めて高まったと判断し、浸水想定区域内の自治区に対して警戒レベル４避難勧告を発令し、町内

の指定避難所だけでは避難者の受け入れが難しくなったため、芦屋基地への避難訓練を行い、３

２１人の方に参加をしていただきました。１１月には、福岡県北西沖、西山断層を震源とする地

震により被害想定を超える津波が発生したという仮定のもと、安全性の高い芦屋基地への避難訓

練を実施し、芦屋小学校・芦屋東小学校・自治区・女性防火防災クラブ・障がい福祉サービス事

業所みどり園等が参加し、８９５人の方に参加していただきました。山鹿小学校につきましては、

直上訓練という形で、同じところで小学校を対象とした訓練も一緒に実施しております。 

以上でございます。 
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○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

来年度以降の避難訓練の計画はどのように考えているのかお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

来年度につきましては、基本的にことし行いました２回を訓練実施したいというふうに考えて

おります。１回目につきましては、出水期前の６月に洪水を想定した訓練、１１月頃に地震・津

波を想定した訓練を実施していきたいというふうに思っております。訓練につきましては、昨年

度、基地との訓練という形で芦屋部だけでしたけれど、全町民を対象とした訓練で、山鹿も芦屋

もという形の中で、両方とも行っていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

先の質問で、要配慮者や女性に対する配慮について説明を受けましたが、避難訓練同様、要配

慮者に対する避難所運営訓練も必要だと考えますが、今後実施する考えはあるのかお尋ねします。 

○議長 横尾 武志君 

総務課長。 

○総務課長 松尾 徳昭君 

要配慮者を含む避難所の運営訓練につきましては、今までいろんな質問の要配慮者等々で避難

所の運営について実施をしておりませんので、今後は取り組んでいく必要があると考えておりま

す。要配慮者を含む避難所運営訓練につきましては、福岡県の補助事業を活用して、令和２年度

中に取り組んでいきたいというふうに考えております。今までに質問がありましたように、この

ような要配慮する方が避難所に避難してくるというところは考えられますので、そういう要配慮

者及び女性の視点を入れた訓練を取り組んでいく必要があると考えております。 

以上でございます。 

○議長 横尾 武志君 

萩原議員。 

○議員 ４番 萩原 洋子君 

最後に、ことしの１１月２８日に実施した自衛隊基地内への避難訓練時、施設内の入り口に、
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前回はなかった段差スロープが準備されていました。私たちにとって問題のない段差でも、障害

者にとっては不快な段差でした。前回の避難訓練を教訓にし、今回、段差スロープが準備されて

いたことで避難訓練は快適に変わりました。これが避難訓練の重要性です。私はまだ避難所生活

を経験したことはありませんが、慣れない環境に強いストレスを感じるのではないかと思います。

しかし、混乱する環境でも要配慮者に対する適切な配慮があれば、住民は安心して避難すること

ができるのではないでしょうか。そのためには避難訓練、避難所運営訓練を通し、課題の発見と

改善、そして地域住民の協力とネットワークづくりを行っていくことが重要だと思います。 

令和２年度の避難所訓練に期待し、私の質問を終了いたします。 

○議長 横尾 武志君 

以上で、萩原議員の一般質問は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

○議長 横尾 武志君 

以上で本日の議事は全て終了いたしました。本日はこれをもって散会いたします。お疲れさま

でした。 

午後２時 03分散会 

 


